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１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施について        

教育基本法の改正を踏まえ、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実、教育における地方分

権の推進を図るため｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣が一部改正され、施行された。こ

の改正において、新たに第２７条に｢教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等｣が規

定された。 
 この規定により、平成２０年度からすべての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、その報告書を作成し、議会に提出するとともに公表

することが義務付けられた。 
 
 
２ 東久留米市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の

実施方針 

（１）点検及び評価の目的 

①東久留米市教育委員会は、毎年、重点事業・新規事業について点検及び評価を行い、実態や取

り組みの状況を明らかにすることにより、課題を把握し、教育行政の一層の推進を図る。 
②点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、市民に公表すること

により説明責任を果たし、信頼される教育行政を推進する。 
（２）点検及び評価の対象 

｢平成２２年度東久留米市教育委員会教育目標・基本方針・施策の方向｣に基づく主要施策 
（３）点検及び評価の実施方法 

①点検及び評価は、前年度の主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取り組みの

方向性を示すものとし、年１回実施する。 
②主要施策の進捗状況等を取りまとめ、学識経験者の意見を聴取した上で、教育委員会において

点検及び評価を行う。 
③教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、｢点検・評価に関する有識者｣を置く。 
 ア ｢点検・評価に関する有識者｣は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が

委嘱する。 
 イ ｢点検・評価に関する有識者｣の任期は１年とする。 
④点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を東久留米市議会へ提出するととも

に市民に公表する。 
 
 

３ 東久留米市教育委員会の平成２２年度活動概要                   

東久留米市教育委員会は、東久留米市長が東久留米市議会の同意を得て任命された５人の教育

委員により組織される合議制の執行機関で、その権限に属する教育に関する事務を執行管理して

いる。教育委員の任期は４年である。 
また、教育委員会事務局の長として教育長が置かれ、教育委員のうちから教育長が選任されて

いる。 
教育委員会の会議は、原則として毎月定例会を開催し、必要に応じて緊急案件等を審議する 

臨時会、議案の事前審議やその他、研究を要するものを協議する協議会や視察等を行っている。

平成２２年度には定例会１２回（２１年度・２０年度・１９年度のいずれも１２回）、臨時会８

回（２１年度７回、２０年度・１９年度のいずれも３回）、協議会２回（２１年度２回、２０年



 

２ 

度３回・１９年度２回）を開催し、合わせて議案４９件（２１年度４２件・２０年度５６件・１

９年度２９件）、報告事項１１８件（２１年度１０５件・２０年度７９件・１９年度４２件）、協

議事項２件（２１年度１件・２０年度８件・１９年度４件）等について審議を行った（Ｐ.４５

参照）。 
 また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく市長への予算要望をはじめ市立学 

 校長との懇談、学校公開日や各種行事への学校訪問、研究発表会への出席や他市教育委員との協

議会への参加（Ｐ.４９参照）などの活動を行った。 
東久留米市教育委員会は教育行政の基本となる｢教育目標｣とこれを達成するための｢基本方

針｣、｢施策の方向｣を策定している。平成２２年度には、安全な学校と信頼される教育の確立を

目指し各学校が創意工夫を凝らして取り組む｢特色ある学校づくり｣、確かな学力育成のための学

習指導の工夫・改善として「授業改善研究会」の充実や「理科支援員の配置」、健やかな心と体

の育成のための｢小学校体育副読本の給付｣などの事業を継続して行い、教育施策の推進を図って

いる。 
  

 
４ 平成２２年度東久留米市教育委員会教育目標・基本方針             

【教育目標】 

 教育は、伝統を継承し、新しい文化の創造と豊かな社会の実現を目指すものです。そのために、

生命と個人の尊厳を重んじ、公共の精神を尊び、平和で民主的な国家及び社会の形成者として豊か

な人間性と創造性を備えた人間を育成します。あわせて、わが国の歴史や文化を尊重し、国際社会

に生きる日本人の育成を期して行うものです。 

東久留米市教育委員会は、日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、児童・生徒が人間性豊

かに成長することを願うとともに、すべての市民がよりよく生きるための力を身に付け、生涯を通

じて学び、支え合うことができる地域社会の実現を目指します。 

 教育は、家庭、学校及び地域のそれぞれが責任を果たし、連携して初めて成り立つとの認識の下、

すべての市民が教育に参加することを目指し、東京都教育委員会及び他の区市町村教育委員会など

と連携して、積極的に教育行政を推進していきます。 

 

○自ら学び、知を創造する人間 

学ぶことの楽しさを知り、基礎・基本を習得し、それをもとに発想力や創造力を伸ばし、知を継

承し創造できる人間を育てます。 

 そのため、幅広い知識と教養、技能を身に付けるとともに、学ぶ意欲や、自分で課題を見付け、

自ら学び、主体的に判断し、自らを律して行動し、よりよく問題解決をする資質や能力等を含めた

「確かな学力」を育成します。 

 

○豊かな心と人間性を高めていく人間 

人権尊重の理念を正しく理解し、一人一人の生命を守り、自然や環境を大切にする心をもつとと

もに、社会生活を送る上で必要とされる道徳心と社会に積極的に貢献しようとする意識を備えた人

間を育てます。 

そのため、自立心、公正さ、責任感や思いやりの心、礼儀、豊かな情操を育成します。 

 

 



 

３ 

○たくましく成長する人間 

人間として創造的な活動をするために健やかな身体を養い、たくましく成長し、充実した人生を

送る人間を育てます。 

 そのため、生涯を通じて健全な食生活の習慣を身に付けるとともに、積極的にスポーツに親しみ、

体力づくりに努める習慣や意欲、能力を育成します。 

 

○粘り強く行動し、実現する人間 

生涯を通じて常に自らが社会づくりの主体であるという自覚の下に、勇気、公共心をもち、何事

にも挑戦し、目標を実現する人間を育てます。  
 そのため、学んだことを生かす行動力や自己の能力を伸ばす努力を通して、自己実現を図る意欲

や態度を育成します。 

 

【基本方針】 

東久留米市教育委員会は、市の基本構想が掲げる「水と緑とふれあいのまち“東久留米”」と、

それを実現するために示された「人を大切にするまちづくり」という基本理念の下、「教育目標」を

達成するために、次の「基本方針」及び「主要施策の方向」（Ｐ.５以降に掲載）に基づき、総合的

に教育施策を推進します。              ※「施策の方向」はＰ.５１の体系図参照 

 

●基本方針１ 安全な学校と信頼される教育の確立  

新たな改革が求められている２１世紀の教育を推進するためには、教育を受ける者の心身の発達

に応じて、体系的な教育が組織的に行われる学校づくりが不可欠です。 
そのために、地域の特性を踏まえ、効率的で透明性の高い開かれた学校経営、子どもたちが安全

で安心して学べる環境の整備、時代及び社会の変化への感覚と問題意識を備えた教員の資質・能力

の向上に努め、市民の期待にこたえる信頼される学校づくりを推進します。 
 

●基本方針２ 確かな学力の育成  

 主体的に生き、社会の変化に柔軟に対応できるよう、子どもたち一人一人に幅広い知識と教養、

技術を身に付けさせ、学習への意欲、思考力、判断力、表現力などの資質や能力を含めた｢確かな学

力｣を育成することが求められます。 
そのために、小・中連携に基づく系統的な教育課程を編成し、個性と創造力を伸ばす教育を重視

するとともに、言語活動を充実させ、基礎・基本が確実に理解・習得されるよう学習指導の工夫・

改善を推進します。 
 

●基本方針３ 人権尊重及び社会貢献の精神の育成  

 多様な人々が共に暮らす東久留米市にあって、すべての人々が、人権尊重の理念を正しく理解す

るとともに、生命を大切にし、社会生活の基本的ルールや思いやりの心を身に付け、社会に貢献し

ようとする精神をはぐくむことが求められます。 
そのために、人権教育及び心の教育を充実するとともに、権利と義務、自由と責任についての認

識を深め、公共心をもち自立した個人を育てる教育を推進します。 
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●基本方針４ 健やかな心と体の育成  

 すべての人々が健全な心の発達・成長とともに健やかな身体をはぐくむために、思いやりや道徳

心などの人間性と、生涯を通じて積極的にスポーツに親しむ習慣や意欲、体力づくりへの意識の向

上、及び食育や身体の健康について理解を深めることが求められます。 
そのために、心と体の教育を充実するとともに、自己実現を目指そうとする意欲・態度や、自発

的な精神を育成する教育を推進します。 
また、人々が生涯を通じて、健康に関心をもち、自らスポーツに親しみ、体力づくりに積極的に

取り組む機会の充実を図ります。 
 

●基本方針５ 生涯学習の振興を目指した連携・協力の推進  

 市民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送るため、生涯を通じて学び続けられるよう、

教育の目的と生涯学習社会の確立を実現することが求められます。 
そのために、家庭、地域及び学校が一体となって、互いの教育活動の状況について情報提供する

などの説明責任を果たし、生涯学習社会の構築に向けて、緊密な連携・協力に努めます。 
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５ 東久留米市教育委員会の基本方針に基づく平成２２年度主要施策の点検及び評価 

 

点検・評価については｢施策の取組状況｣として事務事業を示し、主な項目ごとまたは関連項目ご

とに課題・評価を記載しています（カッコ内は主な所管課）。 

※教育目標・基本方針・施策の方向・事務事業等の体系については、Ｐ.５１以降の「平成２２年度東久留米市教

育委員会教育目標・基本方針・施策の方向と事務事業の一覧」を参照。 

 

基本方針 1  

●基本方針１ 安全な学校と信頼される教育の確立  

 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                     （指導室・学務課・総務課） 
①学校経営の推進 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 事務事業：教職員の人事管理の推進（教職員給与事務）、教職員の健康の保持・増進（教職 
員旅費支払事務・教職員健康診断事業【法定】・教職員健康診断事業【法定外】） 

◎学校経営の推進に当たっては、学校評議員を委嘱することにより、保護者や地域住民などの意

見を幅広く聴取し、多面的な視野から学校運営を見直している。また、全校が学校教職員によ

る内部評価や保護者・学校評議員による学校関係者評価を取り入れ、主体的な点検及び評価を

重ねるため、学校評価モデル校を指定して研究を進めるなど、諸課題の改善を図るべく努力し

ている。 
    

②児童・生徒等の就学の推進 ------------------------------------------------------------ 

   事務事業：児童・生徒等の就学の推進（小・中学校入学通知事務、小・中学校在籍者名簿管 

理事務、就学通知事務、指定学校変更事務）、経済的負担の軽減(就学援助事業、 

日本スポーツ振興センター保険加入事業）  

   ◎児童・生徒の就学には就学相談体制の整備に努め、入学時からの適正就学の推進を図っている。 
課題・評価  

就学相談で、教育学・医学・心理学等の専門家の意見を聞き取りながら児童・生徒一人ひ 
とりに応じた適正就学の判定をしてきていることは評価できる。継続相談の必要な児童・生 
徒については、引き続き、経過観察を行う。 

 
③信頼される教育の確立 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：教育委員会会議開催事業、教育委員会報作成事業、教育委員会会議録作成事業、 

教育委員会交際事業、指導主事研修事業、学校間連絡事務、成績一覧表調査委員 

会事業【都指定】、教育長会参画事業、教育委員会連合会参画事業、教育関係団 

体負担金参画事業、教育振興基本計画（仮称）策定事業     

  ◎教員一人ひとりが「分かる授業」「できる授業」「楽しい授業」を目指し、「安全」で「安心」 

な学校運営を行い、信頼される教育の確立を図っている。 

 

【主要施策の方向】 

学校教育の充実に向けた取り組みを進めるため、教育目標を踏まえた校長の経営方針に基づく

学校経営の具現化に努め、校長のリーダーシップの確立を図ります。また、組織体として機能す

る学校づくりを推進するため、組織的な課題対応力の向上を図ります。 
 

基本方針１ 



 

６ 

①～③全体の課題・評価  

本市教育委員会教育目標と各学校の教育目標の具現化に向けて、学校経営方針の下、開か 
   れた学校づくりを推進している。今後も、地域・保護者から信頼される学校・教育活動であ 

るために、児童・生徒の学力向上を目指し､教員の資質向上・授業や学校行事の工夫改善に 
不断の努力が必要である。そのためにも教育委員会・学校とも、市民をはじめ、地域・保護 
者等からの外部評価を真摯に受け止めていくことが求められる。 

 
◎教育委員会定例会・臨時会・協議会を開催し、教育にかかる議案等を精力的に審議（協議） 
した（Ｐ.４５参照）。 
課題・評価  

定例会は月１回の開催であるが、より丁寧な審議を行うため、議案以外にも多くの報告案 
件を取り上げた。さらに、重要案件については協議会を開催し、慎重審議に努めた。また、 
会議前後には必ず関連する話題ほかの報告を受け意見交換を行う時間を設けるなど情報交 
換に努め、認識の共有を図った。 

 
◎教育委員は教育における見聞を広め、都県・他区市町村教育委員との情報交換の機会を持つ

ため、東京都市教育長会等の会議（研修）に積極的に参加した（Ｐ.４９参照）。 
また、市立学校の各種行事にも積極的に参加し、本市の教育現場の状況把握に努めた（Ｐ. 
５０参照）。 
課題・評価  

前年度においては教育委員が各種会議（研修）や学校への行事出席で得た情報・知識等を 
教育委員相互で積極的に交換し、また、定例会等においては報告事項とするなど、情報収集 
に努め、認識の共有を図った。 

  
◎教育委員会会議録、教育委員会だより及びホームページの作成により、本市の教育行政の周 
知に努めた。 
課題・評価  

会議録については（非公開の会議・協議会を除く）、２カ月以内にホームページで公開し、 
製本して市政情報コーナーや図書館で閲覧できるように努めている。また、ホームページを 
活用し、タイムリーな記事の掲載に努めた。 

 
 
 
 

 
 
 
（施策の取組状況）                      （学務課・総務課・指導室） 
①子どもの安全確保の推進 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：安全な通学の推進(学校通学路指定事務・交通擁護員活動事業) 

   ◎子どもの安全確保については保護者や学校から多様な要望があり、９校の小学校から通学路に

関する要望を受けた。 

【主要施策の方向】 

子どもたちの安全確保及び学校の安全管理の徹底を期して、日常の安全管理及び安全指導を行

うとともに、家庭・地域及び関係団体と連携した施策の充実を図り、安全・安心な学校づくりを

推進します。さらに、学校の体育館の耐震化や老朽化する教育施設の整備に努めます。 

基本方針１ 



 

７ 

また、２３年度で閉校する第四小学校について、受け入れ校となる第六小学校、神宝小学校

の通学路点検をＰＴＡとともに実施した。必要に応じて、施設管理課に「通学路学童注意」の

路面標示、街灯の照度アップ等を依頼し改善した。 
南沢五丁目に計画されている大型商業施設については、環境影響評価書の意見の中に、第五

小学校に対する騒音対策として、五小通りと市道１１０号線の低騒音舗装などの要望を行った。 

そのほか、上の原にある東京航空交通管制部の無線中継所庁舎等の撤去工事や、東久留米団地

第Ⅱ期工事に伴う仮囲い設置については、通学路となっている第四小学校児童の安全を確保す

るため、さまざまな要望を行った。 
   そのほか、小学校１１校からは学校安全ボランティアの協力をいただき、子どもの登・下校

の安全確保をさらに強化した。 
課題・評価  

保護者や学校からの要望に基づき、通学路の点検及び見直しを行うことにより、児童の登・ 
下校時の安全を確保できたことは評価できる。学校安全ボランティアについては、学校におい 
ては登録がなかったり、人数に差があることなどの課題が残る。 

 
◎交通擁護員を引き続き必要な個所に配置して、子どもの登・下校における安全確保の推進を図

った。 
課題・評価  

交通擁護員の配置は、交通に関する安全確保だけでなく不審者対策も兼ねているため、交通・ 
不審者対策両面から児童の安全を確保できたことが評価される。 

 
②学校の安全管理の推進 ――――――-――――――――――――――――――――――――― 

    事務事業:学校施設の整備の推進（小・中学校改修・補修事業、小・中学校施設管理事業、 

小・中学校耐震補強事業) 

 

◎小学校施設の改修・補修事業として、第六小学校・本村小学校・下里小学校の防火シャッター危

険防止装置設置、第一小学校他３校の図書室空調機設置、また、老朽化対策として、南町小学校

のプール槽内改修、第五小学校のプールろ過機交換、第三小学校他１校の職員室空調機取替え、

第五小学校の擁壁改修等を行い、教育環境の整備・安全性の向上を図った。 
  中学校施設については、西中学校の防火シャッター危険防止装置設置、南中学校のプール槽内

改修、西中学校他１校の職員室空調機取替、中央中学校の非常階段塗装工事等を行い、教育環境

の整備・安全性の向上を図った。 
  このほか、平成２１年度補正予算において、第二小学校他４校の体育館耐震補強工事、第七小

学校のガス管改修、大門中学校他２校のＰＡＳ（高圧気中負荷開閉器）の設置工事を行った。 
  また、国の交付金を活用し、平成２２年度補正予算で、第六小学校他４校の体育館耐震補強工

事費を措置した。なお、繰越明許費により平成２３年度の竣工を予定している。 
課題・評価 

  市の厳しい財政状況下にあって、耐震補強工事等を優先して実施しているため、多額の費用を 
要する学校施設の大規模改修については進んでいない状況にある。児童・生徒の安全確保に向け、 
平成２３年度以降においても各施設の危険個所等の日常的点検を実施するとともに、より一層、 
簡易修繕を行うなどの取り組みを強化し、事故等の未然防止に努める必要がある。 

 

基本方針１ 



 

８ 

◎小・中学校施設の耐震化事業としては平成２１年度に第一小学校の体育館改築工事、第三小学

校の体育館耐震補強工事、Is値０.３未満の体育館(第二小学校・第七小学校・神宝小学校・南

町小学校・本村小学校)の実施設計を行った。また、この５校の耐震補強工事費については平

成２１年度補正予算において措置し、繰越明許費を設定した。工事は平成２３年１月末までに

すべて竣工した。また、未実施であった第四小学校・下里小学校の校舎棟及び体育館の耐震診

断を実施した。この結果、第四小学校は校舎棟が Is値０.３１、体育館が Is値０.１９、下里

小学校は校舎棟が Is値０.６１、体育館が Is値０.１８であった。この結果を受け、下里小学

校の体育館については平成２３年度の耐震補強工事に向け、平成２２年度に実施設計を行った。 

  課題・評価  

小・中学校の校舎棟の耐震化は第四小学校・下里小学校を除き、全て完了している。しかし、 

災害時に防災拠点ともなる体育館の耐震化は繰越明許により予算措置するなど、重点施策とし 

て位置づけて積極的に推進しているものの、Is値０.７未満の５校の体育館耐震化も残存して 

おり、完了には至っていない。しかし、地震防災対策特別措置法により Is値０.３未満の校舎・ 

体育館については、平成２２年度までに完了が求められる中で、最優先課題として国の交付金 

を活用するなど、実施に向けた取り組みを進めてきた結果、下里小学校を除き、当初の目標(計 

画)が達成できた。また、平成２３年度予算には Is値０.７未満の体育館５校の耐震設計を盛 

り込むなど、着実に実施に向けての耐震化事業推進に努めている。今後は、市の財政状況を考 

慮する必要はあるが財源確保にも努力し、平成２４年度完了を目途に事業を進めていく。 

 

 
 
 

 
 
 
 
（施策の取組状況）                         （学校適正化等担当） 
①機能的な学校づくりの推進 ―――――――――――――――――――――――――――――  

事務事業：学校の適正規模の推進（学校再編成事業） 
◎本市における学校の適正規模の推進は「東久留米市立学校再編成計画」が目指すところの「ど 
こに住んでいても、可能な限り等しく充実した教育条件の下で学ぶことができる権利を保障す 
るために学校を配置する」との方針に基づき、「単学級・小規模校の解消」を最優先課題とし 
て取り組んでいる。 
第四小学校に関しては、平成２２年４月に「東部地域の小学校再編成（第四小学校の閉校） 

  に向けた実施計画」を策定し、実現に向けて作業を進めた。閉校までのさまざまな課題を解決 
するための統合準備会を平成２２年６月、７月、９月に実施する中で、第四小学校の閉校に関 
する条例（平成２４年３月末をもって閉校）が、第３回（９月）市議会定例会において可決さ 
れた。また、第四小学校、第六小学校、神宝小学校の校長で組織する３校連絡会を平成２２年 
１１月に開催し、児童が円滑に受け入れ校に移行できるよう協議した。 
 
 
 

【主要施策の方向】 

「東久留米市立学校再編成計画」（以下「学校再編成計画」という）」及び「東久留米市立学校再

編成にかかる実施概要（基本プラン）」（以下「基本プラン」という）を踏まえ、教育条件の整備

を推進します。また、東部地域の学校再編成については、「学校再編成計画」及び「基本プラン」

に基づき、環境変化等を踏まえた具体案を示し、関係者との意見調整を図りながら進めます。 

基本方針 1 



 

９ 

課題・評価  

統合準備会では、第四小学校の閉校に関する条例を提案するまでの間に、意見調整を図れる 
よう努めた。また、３校連絡会では第四小学校の保護者代表にも出席いただき、要望・意見等

を直接聞く機会を設けた。 
 

 

 

 

（施策の取組状況）                              （総務課） 

①教育環境の整備推進 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：教育環境の整備の推進（校庭芝生化事業、新学習指導要領に係る教材整備事業、

教育施設エネルギー管理事業） 
 
◎地球温暖化対策の一環として、平成２０年度には第六小学校において校庭の芝生化整備 (１,

１５２㎡)を行った。平成２１年度から児童に開放し、授業や休み時間等で利用されている。

また、ボランティアによる維持管理も行われており、教育環境の充実が図られている。この経

験を踏まえ、平成２２年度は小山小学校の校庭芝生化に着手した。整備個所・面積等について

は学校等と協議を進めており、合わせて校舎の壁面緑化も検討している。スケジュールとして

は平成２２年度に設計、平成２３年度に工事の予定である。 

課題・評価  

芝生は維持管理に手間がかかるため、良い状態で維持するためには専門業者・学校関係者・ 

ボランティア等が一体となって協力し、維持管理していく体制を作っていくことが必要である。 

維持管理をするための組織を継続させるために学校は努力しているが、メンバーが高齢化し 

ており、その人数も年々減少している。 

 

◎新学習指導要領に伴う教材の整備については、平成２２年度は小・中学校における各教材の消

耗品や備品を購入し、一定の整備を行った。平成２３年度においても昨年度と同様に消耗品及

び備品の整備を進めていく必要があるため、引き続き予算を計上した。 

課題・評価  

小学校は平成２３年度から新学習指導要領が本格実施されるため、平成２４年度完了を目途 

に事業を進めていく必要がある。 

 
 
 

 
 
 
（施策の取組状況）                              （指導室） 
①特色ある学校づくりの推進 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

事務事業：特色ある学校づくり推進事業、学校広報事業 
◎全小･中学校が年度当初に特色ある学校づくりの計画を立て、「東久留米市立小中学校特色ある

学校づくり推進事業補助金交付要綱」に基づいて計画書を作成し、推進を図った。学校では１

基本方針１ 

【主要施策の方向】 

子どもたちの実態や保護者・地域の願いを踏まえ、各学校が創意工夫を凝らして多様で弾力的

な教育課程を編成し、特色ある学校づくりを推進します。 
 

基本方針１ 

【主要施策の方向】 

校庭芝生化や新学習指導要領に係る教材整備を進め、教育環境の充実を図ります。 



 

１０ 

学期から子どもたちの実態を把握し、保護者や地域の協力の下に取り組んでいる。 
課題・評価  

特色ある学校づくりは保護者や地域の協力の下に、具体的に児童・生徒の活動の充実を図り 
ながら、積極的に取り組んでいる。また、学校だよりやホームページ等でも随時紹介するなど、 
広報活動にも力を入れている。指導室では８月に「教育活動実践報告会」を開催し、市民に 
周知を図る機会を設けた。 

 
 

 
 
 
 

（施策の取組状況）                              （指導室） 

①教育課程の適正な運営 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：学校運営事業【指導】、小・中学校移動教室事業、教科書採択事業 

 ◎｢週の指導計画｣は小・中学校合わせて１００％の提出状況であり、校長の指揮の下、教育活動を

計画的に実施している。学校評価についても教職員による内部評価、保護者や地域関係者による

評価を全校が実施し、保護者・地域の期待に応える努力をしている。 
課題・評価 

 ｢週の指導計画｣の提出は定着しており、教育課程の適正な実施は進められている。学校評価 
については関係者評価を中心に数値を公表し、肯定的な数値の割合が少ない項目については改 
善策についても示している。例えば、「分かりやすい授業づくり」の場合、その手立てを指導 
案に明記し、参観した教員相互で評価して成果を共有するとともに、課題を次期以降の授業で 
解決するよう図っている。さらに保護者には保護者会や学校だよりで、地域関係者には学校評 
議員会などで説明するなど努力している。 

 
 

 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                              （指導室） 
①年間指導計画の公表 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎年間指導計画や評価計画及び評価規準等は教育課程の届け出とともに各学校から提出を受け、 

  さらには各学校のホームページや年度当初の保護者会・学校だより等でも、授業改善推進プ 

ランとともに公表に努めている。 

課題・評価  

年間指導計画や評価計画及び評価規準等については、全小・中学校で年度当初に示された｡ 

授業改善推進プランは国や東京都・市による学力・学習状況等に関する調査の結果を踏まえて

毎年夏までに見直しを行い、１０月以降、全小・中学校のホームページに掲載している。  

 

【主要施策の方向】 

学校の自立的改革を進めるために、校長の指揮の下、学校で｢週の指導計画｣を作成し、教育活

動の計画・実施・評価を確実に行い、教育課程の適正な編成・実施を図ります。 
 

【主要施策の方向】 

教員の意識改革を図り、授業改善に生かすため、年間指導計画や評価計画、評価規準などの

公表を進めます。また、授業公開を積極的に実施するとともに、授業研究を通して校内研究会

の充実を図ります。 

基本方針 1 



 

１１ 

②授業公開・校内研究会の充実 ――――――――――――――――――――――――――――― 

 事務事業：東久留米市教育研究奨励事業 
◎授業公開は各学校において各学期に１日以上開催し、行事の公開とともに計画的に実施してい 
る。また、１１月６日（土）は東久留米市立の小・中学校一斉公開日として、市内の幼稚園及 

 び保育園等未就学児の保護者や市民に広く呼びかけ、延べ１万人以上に公開した。校内研究会 
は年間を通して小学校で６回以上、中学校では４回以上開催し、研究授業も主に若手教員の育 
成を目的として、各校５回程度実施している。 
課題・評価  

各学期における授業や行事の公開は定着してきている。１１月６日（土）の小・中学校一斉 
公開日は保護者以外の市民等の来校者もあり、盛況であった。 

 
 

 
 
 
 
 

（施策の取組状況）                             （指導室） 
①教職員の研修の充実 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：教員研修事業【校内・校外】、教員指導力向上事業、教職員研修活動事業【都指定】、 

コンピュータ研修事業、生活・進路指導事業、コアサイエンスティーチャー活用事業 
◎指導室事業として初任者研修をセンター研修１０回と宿泊研修（２泊３日）、２・３年次研修

（年間４回）、４年次授業研究（年間３回）、１０年経験者研修（年間６日程度）を、主に教育

センターと学校において実施した。これらの研修は本市の教員の約３分の１に当たる約１５０

名の若手・中堅教員が対象であり、該当するすべての対象職員が受けなければならない悉皆研

修として授業改善・工夫と教員の資質向上を目指した内容の研修を中心に行った｡ 
 ◎教務、生活指導、進路指導の各主任会や主幹会等の職層による研修、食育や情報等の今日的 

教育課題に対応した研修会も４～１０回開催した。 
◎夏季休業期間中（４日間程度）には、教科指導の技量アップや児童・生徒理解を進めるための

講座や実技研修等も開催し、延べ２４０名が参加した（２１年度３５２名、２０年度３０８名）。 
 

①全体の課題・評価  

研修の機会は指導室年間計画で示し、各学校とも該当者全員が参加できるよう努力している。 
そのため、法令で定められた研修（初任者研修や１０年経験者研修等）は全員が修了し、その

他の研修についても毎回該当者のほとんどが参加している。夏季休業期間中の研修は児童・生

徒のサマースクールや東京都教育委員会主催の研修等との日程の重複などが課題であるが、東

京都の研修決定後に本市が２次募集を行うことで、研修を希望する教員の研修機会をできる限

り確保している。 
 
 
 
 

【主要施策の方向】 

教員の授業改善及び指導力の向上を進めるため、人事考課やキャリアプランと連動した能力開

発型の研修を行うなど、教員のライフステージに応じた校内及び校外研修の質的充実を図り、教

員の資質・能力の向上に努めます。 
 

基本方針 1 



 

１２ 

 
 
 
 
 

（施策の取組状況）                             （指導室） 
①教育センター事業の効果的展開 ―――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：教育センター維持管理事業 

 ◎教育相談の回数は月平均２００回を超え、この１０年間、年延べ３,０００回以上の相談を  

受けている。不登校の児童・生徒が入室している学習適応教室は中学生２５名が通い（２１年

度２１名、２０年度２７名）、３年生１０名は全員が進路決定した（２１年度７名、２０年度 
１４名）。また、１・２年生も６名が学校復帰することができた（２１年度９名、２０年度５名）。 

◎教職員等の研修で教育センター研修室を活用した年間回数は４２６回であり、６８の研修会 
等で活用した（２１年度：４９５回・６６の研修、２０年度：３４１回・６３の研修）。 

◎学校教育活動の支援として、情報教育支援員の派遣、箏・三味線の和楽器の貸し出し、人権学

習や教科のビデオ教材の貸し出し等を年間通して実施した。 
◎新たに平成２０年度から研究室を発展解消し、学校支援室を設置した。また、１０月からスク

ールソーシャルワーカー３名を学校支援室に配属し、活動を開始した（２１年度：２名）。 
 
①全体の課題・評価  

相談室は１７名の相談員により、相談（来室と電話）業務及び各種検査等で対応している。

相談件数が３,０００回を超えることから、負担は大きい。学習適応教室は５名の指導員で対

応しているが個別指導が中心のため、指導員のほか学生ボランティアを活用している。学校復

帰率は上級学校への進学を含め、高く評価できる。さらに、教育センターでは研修会場・教材

の貸し出しのほか、連合行事等の準備等を行っており、今後とも、学校支援の要としての今日

的な教育課題に対応できる教育センターとしての充実を図る。 

 

②教育センターの人材の有効活用 ―――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎若手教員の増加が顕著になっている学校では、教員の資質向上や授業力の向上に取り組むこと 
が重要である。多様化する児童・生徒に対して、学校は研修を行うことによって、児童・生徒

の理解に努めている。教育センターでは教育アドバイザーを初任者教員の指導や小学校１年生

の学級に対し要請のある学校に訪問させ、校内体制づくりに助言や支援を行った。 
◎情報教育支援員はコンピュータ活用授業の支援のほか、情報モラルに関する研修の講師として、

保護者・地域関係者の会合にも招かれた。 
 
②全体の課題・評価  

初任教員の増加や配慮を必要とする児童・生徒が増える中で、教育アドバイザー等による学

校での授業観察や指導・助言は重要視されるものと考える。また、情報モラル・セキュリティ

ー等の問題は、解決しなくてはならない技術的な面や相談する関係機関との連携強化が必要と

なってくる。情報教育支援員やスクールソーシャルワーカー等の専門性に優れた人材の確保は

喫緊の課題である。学校支援室の拡充を図り、多様化する今日的な教育課題に対応できる教育

センターにする必要がある。 

【主要施策の方向】 

東久留米市教育センターの事業を推進し、本市の教育相談室や学習適応教室の事業と教員の

研修事業の一層の充実を図ります。また、教育に関する情報の収集・発信についても機能の充

実を図ります。 

基本方針１ 



 

１３ 

 
 
 

 
 

（施策の取組状況）                               （指導室） 
①学校教育の公開・説明の推進 ――――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：教育要覧作成事業 
◎全小・中学校はホームページや学校だよりにより、教育目標、学習内容及び授業のねらいや授

業改善推進プラン、さらには教育活動等の事前の周知をして、学校教育の公開と説明を行って

いる。また、学校教職員による内部評価や保護者・学校評議員による学校関係者評価を積極的

に受け、改善に努めている。 
◎平成２２年度は中学校における生徒による授業評価を全校で実施した（２１年度は２校）。ま 
た、教員相互の授業評価を行う学校も増加した。評価を受ける回数は年間５回以上実施してい 
る学校もあり、年度内に改善を図る努力をした（２１年度・２０年度とも年間５回以上）。 

 
①全体の課題・評価  

学校教育の公開と説明は積極的に全小・中学校で行われているが、その回数や周知方法等につ

いては、学校の実情によって異なっている。また、教務主任会において学校評価の内容や評価の

サイクル等を検討し、各校の取り組みの参考とした。 
 

②開かれた学校づくりの推進 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎教育活動の公開と説明に努めることと合わせて、地域の教育的な資源（人材及び地域の施設や

自然環境等）を生かして教育活動に導入するなど、各校が実態に応じて工夫している。例えば、

琴や三味線・和太鼓の指導を地域の方に支援してもらったり、地域に伝承されているお囃子の

指導を地元の保存会から受けるなど、特色ある教育活動と合わせて、開かれた学校づくりを推

進している。 
課題・評価  

小学校では、「総合的な学習の時間」やさまざまな体験学習に、地域人材をゲストティーチ

ャ－として招くことが定着している。中学校については学習内容や学習進度の関係から、地域

人材の活用は小学校に比べると少ない。生徒の活動としては市内の社会福祉施設等での介護支

援ボランティアを実施したり、地域の祭りが開催された翌日の片付けに参加したりするなど、

地域貢献活動が盛んである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主要施策の方向】 

学校教育の充実のため、市内全学校における自己評価と学校評議員・保護者・地域住民などに

よる学校関係者評価を行い、教育委員会への報告のほか、市民への公表に努め、開かれた学校づ

くりを一層推進します。 
 

基本方針１ 



 

１４ 

 
 

 
 
 
 
（施策の取組状況）                           （指導室・学務課） 
①特別支援学級の充実 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：特別支援学級校外学習事業、特別支援学級通学バス運行事業、特別支援学級宿泊学 

       習事業 

 ◎特別支援学級については、引き続き、固定学級を小・中学校に開設し、第三小学校に４学級２

９名、第七小学校に３学級１９名、神宝小学校に３学級１７名、東中学校に１学級３名、中央

中学校に３学級２４名の児童・生徒が在籍した。通級指導学級では、第七小学校に４学級３７

名、東中学校に１学級６名の児童・生徒が通級した。しかし、小学校はいずれの学校も３学級

に達していることから、「東久留米市特別支援教育の環境整備計画（平成２３年度～２５年度）」

を策定した。 
課題・評価  

小学校に固定学級及び通級指導学級を新設することは各学校間の児童数を平準化し、他区市

に通級している児童については自区内で特別支援教育が受けられることになり、評価できる。

しかし、中学校については依然として学校間の生徒数に差があり、引き続き、生徒数の平準化

という課題は残る。 
    ※注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）…Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder。ＡＤ 

    ＨＤとは年齢や発達に不釣り合いな注意力、及び／または衝動性、多動性を特徴とする行 

動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また、７歳以前現れ、 

その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

   ※高機能自閉症…３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達 
の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自 
閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。また、中枢神経系に何らかの要因に 
よる機能不全があると推定される。 

                            

②特別支援教育の推進 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：特別支援対象児就学事業、就学支援委員研修事業 

 ◎小・中学校に在籍する児童・生徒の障害に応じて適切な支援を行うため、就学支援委員会には

特別支援学級設置校の校長をはじめ、副校長会代表、特別支援・通常学級の教諭及び養護教諭、

近隣特別支援学校の教諭・医師等を交えて、教育的対応の充実を図った。関係諸機関と密接な

連携を図り、教育学・医学・心理学等の専門家の意見を聞いた上で、特別支援教育を円滑に進

める体制の整備を推進した。 
課題・評価  

就学支援委員に専門家を入れることで、適正就学の判定材料になることなど体制の整備が確 
立したことは評価できる。 

 
 

【主要施策の方向】 

障害のある子どもが個々の教育ニーズに応じた指導が受けられるよう、特別支援教育の充実を

図るとともに、教育相談室や特別支援学校との連携を深めます。また、小学校・中学校に在籍す

る子どもの学習障害、注意欠陥／多動性障害※、高機能自閉症※などへの教育的対応の充実を図

り、特別支援教育を円滑に進める体制の整備を推進します。 
 

基本方針１ 



 

１５ 

 
 
 
 
 
 
 

（施策の取組状況）                           （学務課・総務課） 
①就学前機関との連携 ―――――――――――――――――――――――――---―――――― 

  事務事業：就学支援シート活用事業、公立幼稚園保育料徴収事務 
 ◎保育園や幼稚園等に通っている幼児が、小学校での生活を楽しくスムーズにスタートできるよ

う、生活の様子等を小学校に引き継ぐため、「就学支援シート」を引き続き活用した。 
◎平成２０年度で公立幼稚園は閉園したが、当時の幼稚園児の保護者に対し電話及び郵送による

保育料の督促事務を行った。 
課題・評価  

就学支援シートを活用することは、保育園・幼稚園等での様子を学校へ伝えられることから 
評価できる。しかし、就学支援シートは任意のため、学校に対象者全員の情報提供ができない 
という課題が残る。 
 

②高等学校等への修学支援の充実――――――――――――――――――――――――――― 

事務事業：奨学資金助成事業 

    ◎市奨学資金運営委員会の審査を経て、平成２２年度は都立高等学校に修学する高校生に毎月５,００ 

０円・２０名（２１年度２２名、２０年度２４名）及び私立高等学校に修学する高校生に毎月１万円・ 

１０名（２１年度６名、２０年度６名）の給付事業を行った。また、私立高等学校に入学した高校生 

１名に対し、入学支度金として２０万円の貸し付けを行った（２１年度・２０年度とも該当なし）。 

 

 

 
 

 
 

（施策の取組状況）                             （学務課） 

①学校間の連携の推進 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎学校間の連携については、小学校から中学校への円滑な移行を図るため、小・中連絡会の分科

会を中学校区ごとに組織して小・中交流会を実施したり、夏休みにサマースクールを開催する

など、小・中連携を図っている。また、特別支援学級との連携では、市内在住で都立特別支援

学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が市内の公立小・中学校に副次的に籍を置く副籍制度

を設け、地域の小・中学校行事における交流、学習活動への参加など、居住する地域とのつな

がりの維持・継続を図った。 
課題・評価  

居住する地域の中で、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の相互理解が進み、「豊

かな心の育成」につながっていくことが期待される。 

【主要施策の方向】 

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、小

学校就学前に適切な幼児教育を受けることができるよう、家庭、幼稚園、保育園と小学校以降

の教育との連携を強化し、小学校への円滑な連携に努めます。また、教育の機会均等に資する

ため、中学校卒業後、経済的理由により高等学校等への修学が困難である生徒に対し、学資金

の助成を行います。 
 

【主要施策の方向】 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの校種間のつながりや、学校間の連

携を深めた教育の推進に努めます。 
 

基本方針１ 



 

１６ 

 
 
 

 
 
（施策の取組状況）                             （指導室） 
①学校情報の公開 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎ホームページによる公開は全校で行っている。教育目標・教育活動の紹介・授業改善推進プラ

ン・学校への交通案内等については、全校で掲載している。学校だよりや教員の研究活動等が

半数以上の学校で掲載されている。また、ホームページに個人情報の保護をうたったり、イン

ターネット運用を明記したりするなどの学校が９校ある。なお、写真掲載には児童・生徒が特

定されないよう画像処理をするなどの配慮を図っている。 
◎学校では情報モラル・セキュリティ担当者を決め、校内研修において情報モラルの意識向上を

図るために、表現に対する人権感覚を高めたり、個人情報の扱い方についても共通理解を図る

など適切な対応に努めている。 
 
①全体の課題・評価  

各小・中学校で、工夫を凝らしたホームページによる公開が行われている。また、児童・生 
徒の個人情報の扱いについては、適正な管理・運営に努めている。特に、個人情報等の漏洩防 
止のために研修や情報提供を行い、常に注意喚起に努めている。 

【主要施策の方向】 

学校の教育活動に関する情報については、学校だよりやホームページによる公開などを通し

て広く市民に提供するとともに、個人情報については、東久留米市個人情報保護条例及び東久

留米市情報公開条例に基づいて適正に取り扱います。 
 

基本方針１ 



 

１７ 

基本方針２  
●基本方針２ 確かな学力の育成  

 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                               （指導室） 
①学習指導の工夫・改善の推進 ――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎国及び東京都による学力調査、さらに本市独自でも学力に関する調査を実施し、児童・生徒の

各校の実態に合った授業改善推進プランを立てて、学習指導の工夫・改善を推進している。小

学校では教科等で育成したい能力を明確にして年間の研究テーマを設定し、低・中・高学年の

分科会等を設けて研究授業を行い、「分かる授業」「できる授業」を目指して校内研修に取り組

んでいる。 
中学校では教科の枠を超えて、授業を教員相互に公開し、授業力向上に取り組む校内研修を

進めている。 
課題・評価  

小学校においては指導の工夫・改善のための研修には研究授業と協議を行い、さらに専門性

の高い教育関係者を講師に招き、指導・助言を受けることが定着しており、若手教員の指導力向

上が図られている。中学校においては校内に同一教科の教員が少なく、校内研修では教科の指導

法の研修が課題である。そのため、年５回実施される教科別の授業改善研究会の取り組みが指導

力向上のための貴重な機会となっている。市教育委員会としては教科別の授業研究や若手教員の

授業力向上の研修の充実を図っているとともに、毎年、東京教師道場の部員及び助言者へ市内の

教員を積極的に推薦している。  

 
 
 

 
 
 
 
（施策の取組状況）                              （指導室） 
①子どもの特性に応じた多様な教育の推進 ―――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：日本語学習指導事業 
◎国及び東京都による学力調査においては教科の学力に関する調査のほか、学習意欲や学習方法、

学習環境及び生活の諸側面に関する調査が実施され、その結果等を踏まえ改善を図るように努

力している。例えば､校内漢字・計算検定を独自で実施したり、各種検定に積極的に取り組ませ

たりする学校だけではなく、学力を支える生活リズムの定着を図る活動や、学力の土台となる

体力を向上させる取り組みを推進している学校もある。 
 
 
 

【主要施策の方向】 

わが国の発展に貢献し、国際社会の中で活躍する人材を育成するため、基礎・基本の確実な

定着と確かな学力の育成をねらいとした｢分かる授業｣を展開するなど、学校において学習指導

の工夫・改善を進めます。 
 

【主要施策の方向】 

学力向上を図るための調査の結果を踏まえ、子どもたちの特性などに対応するため、全員一

斉の授業の充実とともに、習熟の程度に応じた少人数学習集団の編成を進めるなど、きめ細や

かな指導や個に応じた多様な教育を一層推進します。 

基本方針２ 



 

１８ 

②少人数学習の推進 ――――――――――――――――――――――――-――――――――― 

  事務事業：学校教育サポート（学力向上支援員・情報教育支援員）事業 
◎少人数学習集団による授業は、習熟度別学習による授業とティームティーチング※（ＴＴ）授

業と合わせると、全小・中学校で実施している。特に、小学校では算数、中学校では英語と数

学で多く実施されている。 
    ※ティームティーチング（team teaching）…複数の教師による協力的指導のこと。 

 

③多様な教育の推進 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：音楽鑑賞教室事業、連合音楽会事業、学力向上支援事業、社会科副読本作成事業、 
理科支援員等配置事業、副読本等に関する事業、連合作品展事業 

◎多様な教育への取り組みとして、国際理解教育や環境教育などの今日的な教育課題へ独自性 
をもって取り組むほか、基礎・基本の定着を図るために各校の実情に合わせて、漢字や計算等

に学校独自で校内検定や校内体制を取り、学習計画を立てて取り組んでいる。 
 

①～③全体の課題・評価  

学力向上を図るための調査結果や児童・生徒の学習状況等を踏まえ、学校ごとに学習意欲の

向上や学力向上のための工夫を図っている。特に読書活動は、小学校では１４校（全校）が朝

学習に取り入れている（２１年度１３校、２０年度１２校）。少人数学習集団による授業は、「算

数ルーム」「少人数教室」などの名称を付けて実施している小学校が１３校あり、教室の学習

環境を整備したり、既習学習内容を掲示したりして、意欲的に取り組んでいる。 
 
 
 

 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                             （指導室） 
①伝統と文化の理解の推進 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎国際理解教育において異文化理解に努めるとともに、自国の伝統と文化の理解を図る活動も 
進めている。例えば、小学校では６年生全員が和楽器の演奏ができるようになる機会を通して、

日本の伝統・文化を体験し学んでいたり、地域から指導者を招いて「竹とんぼ」を全校児童で

作製段階から学び、学校行事に位置付けて学校の伝統行事としても長年取り組んでいるところ

がある。中学校では総合的な学習の時間等の中で、国際理解教育の推進を図るとともに、音楽

では箏や三味線を中心に和楽器を学び、日本の伝統・文化について体験を通して理解を深めて

いる。 
課題・評価  

伝統と文化の理解のための活動としては、音楽、社会及び総合的な学習の時間などで進めて

いるが、学習指導要領の改訂を受け、日本の伝統・文化についての学習をさらに推進していく。 

 
 

【主要施策の方向】 

世界の中の日本人としてのアイデンティティを育てるため、日本の伝統と文化に関する教育

を推進するとともに、ＡＬＴ（外国人による英語補助指導員）や地域の人材の協力を得て外国

語活動・英語教育などを推進し、国際社会を理解するための教育の充実に努めます。 
 

基本方針２ 



 

１９ 

②英語教育等の推進 ―――――――――――――――――――-―――――――――――――― 

   事務事業：外国人による英語教育事業、小学校英語活動事業 

 ◎小学校においては、小学校１年生から英語活動に英語活動支援講師を活用して全校で実施し、

１学級当たり１年生～４年生が８時間、５・６年生は３５時間実施している。中学校において

は、１学級当たり９時間を外国語補助指導員（ＡＬＴ）の活用を生かして英語教育の充実を図

っている。 
課題・評価  

小学校では英語活動支援講師の活用は十分に図られているが、担任の指導力には課題が残る。

中学校では英語科教員の研修が充実しており、ネイティブスピーカーとしての外国語補助指導

員も十分に活用されている。指導員の技量については平準化を図るとともに、さらに高めてい

く必要がある。 
 

 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                             （指導室） 

①環境教育の充実 

◎年３回、ＣＯ２削減の取り組みを行っている。環境を意識した行動を数値化し、自分たちの取

り組み成果を実感できるように工夫することで、活動の意欲づけを行っている。 
課題・評価  
児童・生徒の実態に応じて、緑のカーテン作りやビオトープを使った活動を行っている。さ 

らに、校庭の芝生化など施設の改良も行っており、児童・生徒の活動は盛んになっている。 
 
 
 
 
 

 
（施策の取組状況）                             （指導室） 
①学校と家庭の協働の推進 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎家庭学習の習慣化を図るために、授業では課題（宿題）の出し方の工夫に努め、学校だよりや

保護者会等での家庭学習の重要性を訴えるなど啓発にも努めている。 
◎国及び東京都による学力調査、さらに本市独自でも実施している学力調査の結果を児童・生徒

一人一人に返却し、本人及び家庭に学習の成果を確かめてもらうとともに、学習習慣の調査結

果も合わせて周知している。このことによって、家庭学習の見直しや推進を図っている。 
課題・評価  

各学校では学習習慣の定着に向けて、授業における学習規律を徹底させる取り組みのほか、

個別指導にも努めている。家庭学習を含め、学習習慣の定着は学習内容の指導のあり方や学習

意欲・関心とのかかわりが大きい。今後も、学校が「分かる授業」「できる授業」「楽しい授業」

を目指し、家庭への協力を働きかけていくことが必要である。 

【主要施策の方向】 

 子どもたちの学力の向上を目指し、学習習慣の定着を図るため、より積極的に家庭学習を

展開するなど、学校と家庭が協働する取り組みを推進します。 
 

【主要施策の方向】 

 子どもたちの地球温暖化防止への意識と、環境に配慮した行動を実践する意欲を高めるた

め、全小・中学校を対象とした環境教育推進月間を設定し、CO2の削減に向けた環境教育を進

めます。 
 

基本方針２ 



 

２０ 

 
 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                              （指導室） 
①総合的な学習の充実 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎学校からは教育課程の届け出の際に、「総合的な学習の時間」の年間指導計画（全体計画）の提 
  出を受けて、各学校の児童・生徒の実態や地域の実情に合った意図的な学習になるよう求めて

いる。さらに、次年度へ成果と課題が反映されるよう実施報告も求め、必要に応じて指導助言

に努めている。 
課題・評価  

「総合的な学習の時間」における取り組みの内容には、各学校が特色ある活動として継続し

て取り組んでいるものが多い。しかし、取り組む内容が多く時間数が足りなくなっている現状

がある。そのため、活動を重視するのではなく、活動を通じて思考力・判断力・表現力等の能

力が身に付く学習となるよう指導・助言をしている。 
 
 
 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                             （指導室） 
①情報教育の充実 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：教育活動支援事業 

 ◎情報教育支援員を２名配置し、コンピュータを活用する授業のアシストや情報モラル・セキュ

リティに関する啓発や研修に当たっている。特に、情報モラルに関しては小・中学校とも、児

童・生徒の情報モラルの意識の向上には学校だけでなく、家庭まで含めた児童・生徒の生活環

境すべてにわたっての理解・協力が不可欠であることから、教員研修とともに保護者への啓発

に努めている。 
 課題・評価  

情報教育支援員によるコンピュータ活用授業のアシストは、コンピュータを活用できる教員

が増えたことで減りつつあるが、情報モラル・セキュリティに関する教員や保護者向けの啓発

や研修の講師としての活用が増えている。携帯電話等の「サイト」や「ネット」での誹謗中傷

による「いじめ」が新たな社会問題となっているため、情報モラル・セキュリティ担当者会を

平成１９年度から立ち上げた。平成１９年度の調査結果からトラブルに巻き込まれている児

童・生徒が本市でも存在していることが判明したため、平成２０年度は特に携帯電話等のトラ

ブルに対する指導や保護者への啓発の在り方等を検討した。平成２２年度は「保護者と子ども

が共につくる携帯使用ルールづくり」について、東京都青少年治安対策本部が行っている「フ

ァミリーｅルール」の講師を招へいして行った。 

【主要施策の方向】 

 「総合的な学習の時間」の趣旨に即して、｢学校としての全体計画｣をもとに計画的に指導を実

施し、取組内容の不断の検証を行うことにより、各学校において「総合的な学習の時間」の授業

の教育効果の向上に努めます。 
 

【主要施策の方向】 

 情報化社会の進展に対応するため、情報活用能力を育成するとともに情報機器の活用に関す

る今日的課題に対し、規範意識の向上を図るため、情報モラル教育などを充実します。 
 

基本方針２ 

 



 

２１ 

 
 
 

 
 
（施策の取組状況）                             （指導室） 
①キャリア教育の充実 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎勤労の尊さや創造することの喜びを体得させることは望ましい勤労観や職業観をはぐくむとの 
認識に立ち､３日間以上の中学校の職場体験を推進している（２１年度：３日間以上）。 
課題・評価  

キャリア教育の重要性については各学校とも認識しており、職場訪問や体験等の機会は教育

課程に位置付けている。受入側の事情もあり、実施期間が重複しないよう学校間の調整や、新

たな体験先を開拓していく必要がある。 

 
 

 
 
 
 
（施策の取組状況）                          （図書館・指導室） 
①子ども読書活動推進計画の推進 ―――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎計画にある学校図書館の整備と、学校全体で取り組む読書活動に取り組んだ。図書館では、各

図書館および学校図書館支援センターにおいて、児童・生徒の読書活動の支援、学校等への情

報提供、学校図書館整備支援、学校や児童関係施設への団体貸し出し、ボランティアの育成等、

読書推進と読書環境整備の事業を行った。 
課題・評価  

学校図書館の整備は前進したが、蔵書管理システムの導入、学校司書配置の検討は進んでい

ない。学校、指導室、図書館の連携をさらに進め、子ども読書活動推進の体制を整える必要が

ある。保護者や市民によるボランティア活動も活発であり、これらを支援し、学校・地域が協

力して読書活動の推進を図りたい。 
 

【主要施策の方向】 

 子どもたちに進んで読書を行う態度をはぐくむため、｢東久留米市子ども読書活動推進計画｣に

基づいた教育を推進するとともに、環境整備に努めます。 
 

【主要施策の方向】 

子どもの進路希望に応じたキャリア教育を充実するため、職場体験などにより、望ましい勤

労観や職業観をはぐくむとともに、ガイダンスの機能を高めます。 

基本方針２ 

 



 

２２ 

基本方針３  

●基本方針３ 人権尊重及び社会貢献の精神の育成  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                             （指導室） 
①人権教育の推進 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎校長会・副校長会をはじめ初任者研修会等、職層に応じて幅広く人権感覚を高める研修を実施し

た。また、人権教育推進委員会を年４回行い、各校の人権意識を啓発するリーダー研修も行った

（２１年度：４回、２０年度：５回）。 
◎毎年１１月を人権尊重推進月間として、指導室主催の人権教育研修会を２回実施している。平成

２２年度は１１月１８日（木）に教務主任等を対象に全生園の見学を行い、１１月２５日（木）

は管理職を対象に、都の指導主事による「東京都の人権教育の考え方」について講演を行った。

（参加者数延べ：２２年度４９名、２１年度４８名、２０年度４７名） 
 ◎児童・生徒の人権感覚を高めるために、児童・生徒の人権「標語」「ポスター」「作文」の募集

を毎年行っている。平成２２年度は小・中学校全２１校からの応募があり、作品応募総数は３,
２９９点であった（２１年度：２１校・３,５９６点、２０年度：２２校・３,５４５点）。優秀

作品を顕彰する意義を込めて、表彰式「市民のつどい」を１２月４日（土）に開催した。 
 

①全体の課題・評価  

人権教育を推進するために、先ず、教員の人権感覚を高めさせ、人権についての知識を身に

付けさせるとともに、身の回りにあるさまざまな差別の解消を図らなければならない。そのた

めに、人権尊重推進月間では全生園の見学を行うなどして、人権課題に対する新たな教師の視

野を広げた。また、児童・生徒の人権感覚を高めるための作品審査に教員をかかわらせた。こ

れにより相手のさまざまな立場で考えられる教員の人権感覚が高まった。今後は、学校訪問の

際に見聞する教員の発言・掲示物・行動に対して、指導室として人権感覚が高まる指導・助言

を繰り返し実践していく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 

【主要施策の方向】 

 人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすため、｢東京都人権施

策推進指針｣などに基づき、人権教育を推進します。 
（１）人権施策推進指針に示された、女性・子ども・高齢者・障害者・同和問題・アイヌの

人々・外国人・ＨＩＶ感染者・犯罪被害者やその家族・その他の人権問題などの課題について、

学校教育や社会教育などを通じて人権教育を効果的に進めます。また、同和問題をはじめ、様々

な人権課題にかかわる差別意識の解消を図るための教育を推進します。 
（２）相互に支え合う社会づくりを目指して、自他の権利を重んじ義務を確実に果たすこと

や人への思いやりが実際に行動につながるよう、社会体験や自然体験、交流活動などの学習の

機会を充実します。 

基本方針３ 

 



 

２３ 

 
 
 
 
（施策の取組状況）                             （指導室） 
①豊かな人間性の育成 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：人権尊重教育事業、人権尊重教育推進校事業 

◎人間性豊かに健やかに成長できるよう、学校・家庭及び地域の連携を図るために、道徳授業地

区公開講座をはじめ、学校一斉公開日や学習発表会などの学校行事を公開して、児童・生徒の

道徳授業や学習成果・表現活動を発表する機会を設けている。 
課題・評価  

学習発表会など年間に数回行われる学校行事の公開には、保護者や地域の方が積極的に参加

している。特に、１１月６日（土）に全小・中学校で実施された学校一斉公開日には、延べ１

万人以上の市民が学校を訪問し、授業を参観した。また、小学校の学習発表会や中学校の合唱

コンクールなどは、児童・生徒自らが高め合い、集団意識の醸成につながっている。 
 
 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                             （指導室） 
①体験活動の充実 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎地域・関係機関などの協力を得て、中学１年生で職場訪問、中学２年生では職場体験を全校で

実施している。また、中学校６校では地域清掃活動・美化活動を年間１回から３回実施してい

る（２１年度・２０年度のいずれも６校）。さらに、毎年、地域の祭りの翌日の片付けと清掃

に参加し、地域を構成する一員としての自覚を持たせるための活動をしている学校もある。 
 ◎社会福祉協議会主催の夏ボランティアにも多くの児童・生徒が参加している。 

 
①全体の課題・評価  

体験活動は職場体験のほか、福祉体験や地域貢献の活動が中心になっている。社会福祉協議 
会主催の夏ボランティアには初任者教諭の参加もあり、学校の夏季休業中の活動として定着し 
ている。 

 
 
 
 
 
 
 

【主要施策の方向】 

 子どもたちが人権感覚を磨き、自他をいつくしみ生命を大切にするなど、人間性豊かに健やか

に成長できるよう、学校、家庭及び地域の連携を図ります。 
 

【主要施策の方向】 

 社会の一員としての自覚を高め、健全で豊かな心を育成することをねらいとして、地域や関

係諸機関と連携し、奉仕活動などの様々な体験活動の充実を図ります。 
 

基本方針３ 

 



 

２４ 

基本方針４  
●基本方針４ 健やかな心と体の育成  

 
 
 
 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                              （指導室） 
①道徳教育の推進 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎各学校では道徳教育の全体計画・年間指導計画に則って、学習指導要領に示されている年間 
授業時数３５時間を超える道徳の授業を実施し、規範意識や豊かな心の育成を図っている。 

 ◎道徳の授業の時間数を確保するという課題から、内容の充実を課題とするように転換を図って 
  いくため、教育課題研修において「道徳」を取り上げ、効果的な展開や児童・生徒の心情を育 

てる授業づくりについて研修会を開催した。 
 

②心の育成の推進 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎学校では道徳の授業を中心に規範意識の育成を、また、学級活動では集団の一員としての望ま

しい態度の育成を、さらに、学習発表会や合唱祭等の行事を中心に表現活動の充実を図りなが

ら、児童・生徒の心の育成を推進してきた。 
◎道徳授業地区公開講座を小・中学校全校で実施し、道徳の授業の参観と地域・保護者と教員に 
よる「心の教育」について意見交換等を実施し、地域の大人への「心の教育」のあり方や重要

性についての啓発を行っている。 
 
①～②全体の課題・評価  

道徳教育の要としての道徳の授業は、全小・中学校で年間指導計画に沿って時数が確保され、

適正な実施が図られた。また、校内研修や授業改善研究会、初任者研修等でも道徳の授業の指

導法の研修が進められ、充実が図られていた。しかし、道徳授業地区公開講座の意見交換会や

講演会への保護者の参加が少ない実態がある。そのため、休日である土曜・日曜日の開催や授

業参観を１・２・４校時に実施し、３校時目を意見交換会に設定するなど、運営の工夫をして 
いる学校がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主要施策の方向】 

 子どもたちが、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付けるとともに、社会貢献の

精神をはぐくむため、学校、家庭及び地域と連携して｢心の教育｣を推進します。 
（１）学校における道徳教育を推進するため、全教育活動を通じて道徳性を高めるとともに、

道徳の授業の充実を目指します。 
（２）道徳授業地区公開講座などを全校で実施し、学校、家庭及び地域が子どもたちの心の

育成について協議し、三者の連携を一層深めます。 

基本方針４ 



 

２５ 

 
 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                   （学務課・指導室・生涯学習課） 
①子どもたちの体育・健康教育の充実 ―――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：子どもたちの健康の保持・増進(小・中学校定期健康診断事業、口腔衛生指導事 

業、小・中学校環境衛生管理事業、学校医等設置事業【小・中学校】、学校医等各 

種研究会事業、就学時健康診断事業、体力向上支援事業)、スポーツ教育推進校事業 

 ◎健康教育については、「学校給食」の分野では各学校の給食主任・栄養士による「学校給食 
部会」を年３回開催した。部会では学校公開日に給食試食会を実施して、正しい食習慣を身に

つけるための健康教育に関する情報交換を行った。 
課題・評価  

各学校で｢食に関する年間指導計画｣の資料とするために、部会で話し合われた内容を活用し

ている。 
  
◎スポーツ事業としては少年少女駅伝大会に５０１人（２１年度４４９人、２０年度４４６人）、 
はるな梅マラソンへの選手派遣２６人（３月１１日発生の東日本大震災（以下「震災」という） 
の影響で大会中止。２１年度２５人、２０年度３６人）、自然体験教室６０人（２１年度４６ 
人、２０年度５６人）、スポーツ少年団体力テスト４９５人（２１年度５６９人、２０年度 
４９０人）などを実施した。 

◎小学校５・６年生、中学校１年生を対象に体力調査を実施した。その結果から、学校全体及び

子どもたち一人一人に、体力向上の必要性と自己の体力の優れている点や不足している点を示

すことができた。また、同時期に行う生活習慣に関するアンケートの結果からも、運動の傾向

や運動を含めた生活習慣の改善策を情報提供している。 
課題・評価  

本市の子どもの体力テストの結果から、得点の高い子どもと低い子どもに二極化する傾向が

見られる。クラブなどで運動をしている子どもほど得点が高いため、今後においても引き続き、

各地域における子どものスポーツ活動の充実に向けた取り組みを促す施策に力を入れる必要

がある。 

【主要施策の方向】 

 学校では子どもたちの体力の現状を把握し、体育・健康教育の充実を図り、健康や体力づくり

に関する意識を高め、健康を保持・増進する資質や能力をはぐくみます。また、体力の向上を目

指し、学校、家庭及び地域が連携・協力して、健康・体力づくり・食育を推進します。 

基本方針４ 



 

２６ 

 
 
 

 
 
 
 
 

（施策の取組状況）                              （指導室） 
①いじめと不登校の対応の充実 ――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：教育相談事業、不登校対策事業、全国適応指導教室連絡協議会参画事業、教育相談 

員報酬支払事業、スクールソーシャルワーカー活用事業 

◎生活指導主任会やさまざまな教員研修会において、「いじめは絶対に許さない」との認識に立

ち、早期発見・早期解決・未然防止の啓発を年間通じて行っている。さらに、スクールカウン

セラー連絡会を年２回開催し、指導室・教育相談室と学校とが連携している。 
 ◎不登校の児童・生徒には学習適応教室での個別の対応とともに、学校に登校できるが教室に 

入れない児童・生徒には学習支援に当たれる学生等の学校への派遣を実施した。さらに、学期

ごとに、不登校児童・生徒の一人一人の状況を学校とともに指導室において把握し、かかわり

方等の指導・助言に努めている。 
 ◎文部科学省のスクールソーシャルワーカー活用事業を受け、平成２０年１０月から活動を開始

した。学校だけで対応が困難な事例等に対して、関係機関と調整・連携を図りながら、子ども

を取り巻く環境の改善を図るため、社会福祉等の専門的な知識・技能を用いることにより、課

題のある家庭や子どもたちをより支援できる体制が整った。 
 

②非行などの課題への対応の充実 ―――――――――---――――――――――――――――― 

 ◎非行防止や健全育成に向けての迅速な対応を図るため、月１回の生活指導主任会において、 
非行防止や安全対策に関する国や東京都からの方針等の情報提供を速やかに行うことに努め 
た。また、児童相談所や警察署との連携強化のため、主任会への参加を要請し、学校との連携

の機会を増やした。さらに、本市の教育相談員やスクールソーシャルワーカーにも同席を求め

ている。 
①～②全体の課題・評価  

いじめと不登校等に対する対応については学校では個々の状況を把握し、必要に応じて校内

委員会やケース検討会を開催するなど、具体的な対応に努めている。同時に、学習適応教室及

びスクールソーシャルワーカー等と相談機関との連携を取りながら、個々の児童・生徒や保護

者の意向等を十分に尊重し、学校復帰・進路選択ができるよう努めている。また、３学期には

「個別適応計画書」を全校で作成し、課題のある児童・生徒の情報や指導方法についての情報

を共有し、より効果的な手立てが継続して取れるよう試行している。 
非行防止や健全育成に向けては、日ごろからさまざまな連絡会等を通して、子ども家庭支援 

センター、児童相談所や警察署等との連携強化を図っており、具体的な対応は迅速に行われて 
いる。近年大きな問題となっている携帯サイトやネット等での誹謗・中傷等のいじめの問題に 
対しても保護者への啓発を進めるため、ＰＴＡ連合会や学校との研修会を開催し、意見交換会 
を行った。 

【主要施策の方向】 

 いじめや不登校、非行などの子どもの多様な課題への対応の充実を図ります。 
（１）｢いじめ０（ゼロ）｣｢不登校０（ゼロ）｣の学校を目指し、互いに認め合い共に学び合う

学校づくりを進めます。 
（２）課題に迅速かつ的確に対応できる教員の育成に努め、学校における指導体制や相談機能

を充実させ、教育相談室・学習適応教室・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカ

ー等の関係各機関と協力して課題の解決にあたります。 

基本方針４ 



 

２７ 

 
 
 

 
（施策の取組状況）                         （学務課・指導室） 
①食に関する指導の充実 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：小学校給食の充実(小学校給食事業、小学校給食におけるＯ-１５７等対策事業、学 

校給食施設維持管理事業、学校給食施設衛生管理事業、学校給食における地場産農 

作物活用事業、学校給食配送事業、学校給食施設整備事業)、中学校給食の充実(中 

学校給食事業、中学校給食におけるＯ-１５７等対策事業) 

 ◎児童・生徒期は望ましい食習慣を形成する重要な時期であるため、教育活動全体を通して「食 
育」の充実を図った。食育の指導は学校だけでなく、保護者にも伝えることが重要であることか

ら、学校だよりで周知するとともに、子校（給食配膳校）についても、親校（給食調理校）の栄

養士による食育指導を行った。また、学校給食において、安全で新鮮な「地場産農作物」を提供

することは東久留米の産業を理解する意味からも重要であるため、積極的に地産地消にも取り組

んだ。 
 ◎市内の全小・中学校に食育に関する分掌や委員会を設け、その担当者を「食育リーダー」として

任命した。各校が作成していなかった「食育全体計画」及び「食育年間指導計画」の作成等を、

学校栄養士と連携した授業づくりを通して作成することができた。 
課題・評価  

「食育」では保護者に対する周知や、栄養士を配置していない子校に対する指導を充実するこ

となどは評価できる。また、「地場産農作物」を学校給食に活用したり、地域の郷土食や行事食

を提供することを通じ、地域の文化や伝統に対する理解と関心を深めることは食指導の充実とし

て評価できる。 
  
②小学校給食調理業務委託の推進 ――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎昭和６０年１月、文部省（現文部科学省）から「学校給食業務の運営の合理化について」が各 
都道府県教育委員会あてに通知され、この中で、一定の条件のもと、地域の実情等に応じた適 
切な方法により、学校給食運営の合理化を推進するよう方針が示された。本市の学校給食は、 
昭和６３年度に導入した親子調理方式を基本として取り組んできた。それから２０年余りが 
経過し、行財政改革、定員適正化の観点から学校給食のあり方についても見直しをする必要があ

った。以上のことから、将来にわたって安定的な調理体制を確立し、「食育の推進」を基本とし

ながら学校給食の目標を達成するため、平成２２年度より第七小学校に給食調理業務委託を導入

した。 
 また、平成２３年度から導入を予定している第一小学校及び第九小学校についても、保護者説

明会をはじめ選定委員会を６回開催し、プロポーザル方式により委託業者と契約を締結した。 

課題・評価  

第七小学校の給食調理については正規職員３名・正規代替の臨時職員２名で東京都の配置基準

を満たしていたが、職員が病気等の理由で欠けた場合、調理経験のある新たな臨時職員の即時雇

用が難しく、安定した調理体制の確保が困難となるという課題があった。しかし、調理業務を委

託することにより、何らかの理由で職員が欠けた場合でも、代替の職員が派遣されるため、安定

した調理体制を確保できることは評価できる。 

【主要施策の方向】 

 子どもたちが健康について自ら考え判断し行動できるよう、学校における食育の充実に努

め、健康の保持・増進を図り、心身の健全な育成を目指します。 

基本方針４ 



 

２８ 

 
 

 
 
 
（施策の取組状況）                            （生涯学習課） 
①家庭教育への支援の充実 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎従前の公民館事業を継承する家庭教育事業として、「小学校入学を前に」１７人（２１年度１２ 
人、２０年度１５人）、「少年非行の現況について」５５人（２１年度３２人）、「食を育みスク 
スク子育て」１４人、「安心を考える消費生活講座」９人、「おかあさんリフレッシュしましょ 
う！」５５人、「これって虐待？？」２２人などの講座を開講した。 
課題・評価  

現在の子育て世代の多くは、乳幼児を世話する体験が少なくなっているため、子育ての戸惑 
いや不安が多いという指摘がある。このため、保護者に対する学習の機会を設け、子育ての専 
門家の話を聞いたり、子育て仲間との情報交換の場を設けた。 

 
 

 
 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                           （生涯学習課） 
①体育施設の有効活用等の推進 ―――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：体育施設管理運営事業、体育施設維持管理事業、スポーツセンター管理運営事業 

  ◎テニスコートや野球場、運動広場などの利用者数は２１万９,１４１人（２１年度２７万１,１ 
５９人、２０年度２８万４,９４４人）であり、前年度より５万２,０１８人減少した。要因とし

ては、３月末の第八小学校夜間照明施設の廃止、及び６月末の新川町テニスコートの廃止が挙げ

られる。スポーツセンターの利用者数は３７万１,３９８人（２１年度３７万２,５５９人、２０

年度３６万２,５２１人）であった。なお、スポーツセンターは震災の影響で、発生当日から節

電のために夜間開放を中止した。 
課題・評価  

スポーツセンターは指定管理者制度を１８年度に導入し、２２年度は指定期間５年間の最終年

度であった。利用者数が制度導入前年度に比べ概ね１０万人増加し、市民ニーズを捉えたサービ

スが向上した。２２年度中には２３年度から５年間の指定管理者を選定し、前回と同じ東京ドー

ムグループの指定となった。今後もさらに市民ニーズを踏まえた自主事業の充実が図られること

が期待できる。テニスコートについては、借地であった１カ所を地権者に返還し、市民のスポー

ツ活動の場が減少した。 
 
 
 

【主要施策の方向】 

 保護者は、家庭における子どもの教育に第一義的責任を有します。そのため、生活に必要な

習慣を身に付け、自立心を育成し、心身の調和の取れた発達が図れるよう家庭教育への支援を

推進します。 

【主要施策の方向】 

 学校クラブ・部活動の振興とともに、市民のスポーツの振興、健康・体力づくりを進めるた

め、スポーツセンターなど体育施設の有効活用と効率的な運営、指導者や組織の育成、事業な

どの充実を図ります。また、平成２５年、本市が会場市となる「第６８回国民体育大会山岳競

技（東京国体）」の開催に向けた準備を進めます。 

基本方針４ 
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②スポーツ事業の充実 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    事務事業：教室事業の充実(スポーツ教室事業)、大会事業の充実(スポーツ大会事業、市町村 

総合体育大会参加支援事業)、補助事業の充実（東京多摩国体準備委員会事業） 

◎スポーツ教室及びスポーツ大会事業では、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）東久留米市体育協会

（以下「体育協会」という）委託事業のアクアフィットネス教室など８０８人（２１年度９６

３人、２０年度１,０９４人）・体育の日の事業ファミリースポーツフェスティバル１,８６０人

（２１年度１,２３４人、２０年度２,１２４人）、スポーツセンター指定管理者自主事業の水泳

や太極拳、フラダンスなどの各種レッスン６万２４８人（２１年度６万３４９人、２０年度５

万４,７９７人）、体育指導委員主管事業のニュースポーツデー６５２人（２１年度９０６人、

２０年度９３１人）・市民つなひき大会５６０人（２１年度５２４人、２０年度６７０人）・市

民体力テスト１２人（年２回のうち、３月１２日分は震災の影響で中止。２１年度２８人、２

０年度２０人）、市町村総合体育大会への選手派遣１４４人（２１年度１３１人、２０年度１

３６人）などに取り組んだ。 
課題・評価  

各種スポーツ事業は体育指導委員会・体育協会・学校関係者などが連携して推進している。

特にファミリースポーツフェスティバルや市民つなひき大会の参加者が多い事業は体育協

会・体育指導委員会が中心となって展開し、運営は安定している。２２年度も取り組んだ市民

体力テストは参加者が増加していないが、定着するよう継続する。 
今後も関係団体との協議を深め、スポーツに定期的に取り組むことのない市民に対し、気軽

に実践できるウォーキングやニュースポーツを紹介し、スポーツを通した健康・体力づくりを

進めていくことが必要である。参加者が大きく減少したニュースポーツデーは、その原因を研

究し改善策を検討する必要がある。 
 
◎第６８回国民体育大会（７月に愛称「スポーツ祭東京２０１３」と決定。広くは「国体」とい

う）では、５月に市の準備委員会を設立した。準備委員会には補助金を交付し、６月に千葉国

体リハーサル大会（印西市）、１０月に同本大会（同市）、１２月には視覚障害者クライミング

世界選手権大会（習志野市）を視察した。 
課題・評価  

地域のスポーツ振興と地域の活性化を推進できる国体の開催であり、準備委員会を実行委員

会に移行し、国体機運の醸成、クライミング競技の普及活動などを市民と共に行っていく必要

がある。 
 

③指導者や組織の育成の推進 ――――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：体育指導委員会運営事業、体育協会活動支援事業 
◎体育指導委員会ではニュースポーツデーを年１４回、市民体力テストを年２回、ウォーキン 

グ事業や市民つなひき大会などの各種事業に通年で取り組んだ。 

課題・評価  

体育指導委員はスポーツ事業の企画・立案、運営・協力など、さまざまな協力を得られるよう

に委嘱している。市民体力テストは、体力低下の現状を認識してもらえる施策としての成果が上

がることが期待される。 

 

 

基本方針４ 
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◎体育協会では各種スポーツ大会への選手派遣４４８人（２１年度３８０人、２０年度４０２人）、 

国体等ジュニア育成３，７７４人（２１年度３，０５９人、２０年度３，２２４人）、学校部 

活動への指導者派遣５２人（２１年度５２人、２０年度７５人）などに取り組んだ。体育協会 

に対しては、スポーツ振興事業及び屋外スポーツ施設管理業務の委託２,４０５万９,０００円

（２１年度も２,４０５万９,０００円、２０年度２,４３５万９,０００円）、活動費の補助１６ 

０万円（２１年度１６３万５,０００円、２０年度１９１万５,０００円）を行った（いずれも 

予算ベース）。 

課題・評価  

体育協会はＮＰＯ法人格を取得後、組織及び業務、財務の改善・安定に努めている。また、

委託しているスポーツ事業の実施、屋外スポーツ施設の管理業務は安定した運営が図られてい

る。今後は初心者から選手までの段階別指導者養成や競技力向上のためのシステム化が求めら

れる。 

 

基本方針４ 
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基本方針５  
●基本方針５ 生涯学習の振興を目指した連携・協力の推進  

 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                           （生涯学習課） 
①市民の地域活動の推進 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：社会教育委員活動の推進(社会教育委員の会議運営事業、社会教育のあらまし作成 

       事業) 

 ◎社会教育委員（１０人）の会議は「今後の生涯学習（スポーツ振興を含む）のあり方」などを 
検討するために年４回開催した。また、東京都市町村社会教育委員連絡協議会総会（生涯学習 
センター）の開催、役員会・理事会への出席（７回）、研修会への参加（２回）などを行った。 
課題・評価  

２１年度の東京都市町村社会教育委員連絡協議会の会長市は終了したが、前年度会長市とし 
ての業務を通年で実施した。２３年度も前年度に引き続き会議を開催し、市の生涯学習施策の 
検討を行う必要がある。 

 
②学習の機会や場の充実 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎青少年指導者養成講座として、｢のびのびレク入門｣は２１年度で終了の方針に基づき、開催し 
なかった。 

 

③社会参加の仕組みなどの整備の推進 ――――――――――――--―――――――――――― 

 事務事業：社会教育関係団体への補助(文化協会活動支援事業)、社会教育主催者賠償責任保険 
の充実(主催者賠償責任保険事業)、社会参加事業の充実(生涯学習活動支援事業【成 
人式、野草園事業、子ども神輿等貸出し事業、市民ギャラリー管理運営事業】） 

◎特定非営利活動法人（ＮＰＯ）東久留米市文化協会（以下「文化協会」という）に対しては、

２２年度から、生涯学習事業（市民大学・野草園・市民ギャラリー・子ども神輿等貸出し・成

人式）及び旧公民館事業（少年教育・家庭教育・障害者青年教室・障害者のつどい・市民自主

企画講座・市民文化祭）の委託１,０２７万１,０００円（２１年度・２０年度のいずれも１０

０万円）、活動費の補助９０万円（２１年度・２０年度のいずれも３００万円）を行った（い

ずれも予算ベース）。 
また、主催者賠償責任保険加入１１５団体（２１年度１００団体、２０年度１１３団体）、

成人式７５１人（２１年度７５１人、２０年度７５７人）、野草園活動２３２人（２１年度２

０８人、２０年度２８２人）、子ども神輿等の貸し出し１２回（２１年度８回、２０年度１０

回）、市民ギャラリーへの展示４５団体（２１年度２９団体、２０年度２５団体）などを行っ

た。市民ギャラリーへの展示は、展示期間を１団体当たり２週間から１週間へ見直したことに

よって団体数が増加した。 
 
 
 

【主要施策の方向】 

 地域の教育力の再構築を目指し、市民が学習の成果を地域活動に生かすことができるよう、

学習の機会や場、社会参加の仕組みなどの整備を行います。また、生涯学習関係機関との連携

を密にし、市民の生涯学習の振興を図るための推進体制の確立を目指します。 

基本方針５ 
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課題・評価  

生涯学習活動を通して市民の社会参加を一層促進させるため、生涯学習団体のニーズを踏ま 
え、それらの団体が活動の主体となれるような支援体制が必要である。行政主導から市民団体

との協働への転換が進展しつつある。 
 

④生涯学習の振興の推進 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

 事務事業：生涯学習委託事業（市民大学運営委員会事業、市民大学・同大学短期コース等事業） 
◎市民大学（運営委員１０人、委員会１１回）の中期コースは二つのテーマで開催した。一つ

めの「東久留米をもっと知ろう！『水と緑との共生』」は受講者４８人、１５回で行い、受

講者報告書を作成した。テーマは異なるが２１年度は３２人、２０年度３３人、いずれも１

５回であった。二つめの「防災まちづくり学校」は受講者２９人で１２回であった（２１年

度２７人、２０年度３１人、いずれも１２回）。短期コースは２０講座・３６７人（２１年

度１２講座・２３０人、２０年度１２講座・１７８人）であった。 
課題・評価  

生涯学習に対する市民ニーズの多様化とともに、学習活動の運営主体としていかに市民が

参加していくかが課題となっている。このような中、中期コースでは市の特性を生かした水

と緑にスポットを当て、事例検討や講義を通じて地域活動に参画できる機会の創出に取り組

んだ。また、防災まちづくり学校や市民が講師となる短期コースは、学んだ成果を生かす場

として活用された。 
 
 

 
 
 
 
（施策の取組状況）                       （指導室・生涯学習課） 
①教育活動への支援の充実 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：生涯学習委託事業（子ども体験塾委託事業） 

     ◎子ども体験塾は文化協会に委託し、高崎市榛名地域で田植えと稲刈りを（８０人）を実施し 
た。体験塾フェスティバルは３月１９日・２０日の開催予定であったが、震災の影響で中止 
となった。これは市長会補助事業の目的を継承し、教育活動を支援するために実施したもの 
である。２１年度は水ロケット打ち上げに５４人、体験塾フェスティバルに２,０４１人が参 
加した。 
課題・評価  

子どもたちが実際の体験を通して、さまざまな年代の人たちと触れ合い、コミュニケーシ

ョン能力を高め、社会のルールを学び、さまざまな感性を磨ける機会の一つとなるよう推進

させることが必要である。 
 
 
 
 
 

【主要施策の方向】 

 地域住民が主体となり、学校内外における子どもたちの体験活動などを支援する取り組みを進め

るなど、地域の人材の協力を得て、学校や地域の教育活動への支援体制を充実します。 
 

基本方針５ 
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（施策の取組状況）                       （総務課・生涯学習課） 
①学校等の施設開放と活用の推進 ―――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎野球・サッカー・バレーボール等を行うために地域のスポーツ団体などから申請を受け、小・ 
中学校校庭及び体育館などの使用許可を行った。月曜日から金曜日までの許可件数は小・中 
学校合計で４,２４５件（２１年度４,７６１件）であり、土曜並びに日曜及び祝日の許可件 
数は小・中学校合計で５,２３０件（２１年度５,５６８件）であった。許可場所別では小・ 
中学校体育館の使用許可件数は５,５８９件（２１年度６,４１６件）、学校校庭は２,９４８件 
（２１年度３,０４３件）、教室は９３８件（２１年度８７０件）である。 
※これまでは実際に利用があった許可件数で比較していたが、今回から許可申請のあった件 
 数とした。 

課題・評価  

子どもや成人の体力低下が指摘されているため、今後も学校施設利用者が増加するよう関係

団体との調整とともに、利用形態の見直し、施設の安全管理などが求められる。成人の団体か

らの利用要望もあるが、校庭が狭く施設の安全管理、児童・生徒の安全の観点からも利用枠の

確保は難しい状況である。 
    
 
 
 
 
 
（施策の取組状況）                        （生涯学習課・図書館） 
①生涯学習センター事業の活動の推進 ――――――――――――――――――――――――― 

   事務事業：生涯学習委託事業（少年教育・家庭教育・障害者青年教室・障害児のつどい（お日さ

まサンサンフェスティバル）・市民自主企画講座）、子どもまつり・障害児のつどい（ポカポカは

るのつどい）支援事業、生涯学習センター管理運営事業） 
◎４月１日に「生涯学習センター条例」を施行し、中央公民館が生涯学習センターとして生まれ変

わり、指定管理者ＪＮ共同事業体の管理運営によって１年が経過した。大きく変更された点は、

休館日が月１回に減少したこと、利用区分が一日当たり３区分から４区分に増えたこと、市民ニ

ーズを捉えた自主事業の実施が挙げられる。年間利用者数は１５万２,０９５人で前年度より１万

９,２３６人の増加となった（２１年度１３万２,８５９人、２０年度１３万５,０７８人、いずれ

も中央公民館）。また、民間事業者のノウハウを生かした、施設の適切な維持管理が行われた。

なお、震災の影響で、発生日当日から節電のために夜間開放を中止した。 
課題・評価  

指定管理者制度の導入１年目であったが、円滑に移行できた。制度の大きな柱の一つである市

民サービスの向上については利用者も増加し、モニタリングの結果も良好であった。今後は残り

４年間の指定期間でさらに向上するよう協議を進めていく必要がある。 
 

【主要施策の方向】 

 学校などの教育施設は市民の共有財産であるとの観点から、その施設及び機能を開放し効率的

な活用を図ります。 
 

【主要施策の方向】 

 生涯学習センターや図書館、郷土資料室などを活用し、学習・交流の機会や情報の提供を図る

とともに、生涯学習活動を支援して、家庭や地域の教育力の向上を図ります。 
 

基本方針５ 
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◎「旧公民館事業」は「生涯学習事業」として継承し、文化協会への委託により、少年教育事業２

２２人（２１年度１３０人、２０年度４４０人。２２・２１年度はジュニア・クラブ、２０年度

はジュニア・リーダー・スクール）、家庭教育講座６講座・１７２人（２１年度９講座・２３２

人、２０年度５講座・１８１人）、障害者青年教室２４９人（２１年度３０１人、２０年度３４

３人）、市民自主企画講座３講座・２３４人（２１年度３講座・３３０人、２０年度５講座・５

３２人）などに取り組んだ。 
また、子どもまつり（毎年約３,０００人）及び障害児のつどい（３月３０日の予定であったが 

震災の影響で中止。２１年度２４６人、２０年度２７７人）は市民のニーズが一層反映される形 
で、市民団体等が構成する実行委員会が企画・運営の中心となり、推進した。 
課題・評価  
事業委託初年度であったが、運営側・参加者により円滑に事業が行われた。実行委員会が行っ

た事業も同様であった。今後もこれらの事業運営が安定的に実施されるよう、推進していく必要

がある。 
 
②図書館事業の充実 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：ブックスタート事業、学校図書館支援事業、日本図書館協会参画事業、音訳テープ

等作製事業、音訳テープ作成ボランティア養成講習会開催事業、東久留米地域文庫

親子読書連絡会支援事業、図書館協議会運営事業、図書館施設維持管理事業、図書

館車両管理事業、図書館文書交換業務事業、図書館資料・情報の提供事業、図書館

広報事業、図書館児童向け事業、廃棄図書活用事業、東京都市町村立図書館長協議

会参画事業 

◎平成２２年度の利用実績は利用点数９１万４,６３９点（２１年度９１万５,６１０点、２０年

度９６万７,８４２点）、登録者数３万７６０人（２１年度３万７,６０７人、２０年度３万８,

０５０人）、市民一人当たりの利用点数８.０点（２１年度８.０点、２０年度８.４点）、資料

の利用回転率１.９回（２１年度２.０回、２０年度２.１回）であった。 

課題・評価  

平成２２年度は「市民と共に歩む図書館をめざして－東久留米市立図書館がめざすもの」（平

成２２年９月）を策定し、具体的な図書館運営方法を検討するため、図書館のあり方検討委員

会を発足した。蔵書管理予約システムの機器更新により、ホームページ上のサービスが向上し

た。リタイア世代の増加により館内閲覧の増加、書庫資料の利用が増加している。文芸ＣＤの

利用も高く、高齢化に対応したサービスの展開が課題となっている。一方、収容冊数は限界に

近づき、図書館の基本である蔵書の充実のためにも、書架の増設が必要である。 

 

◎「子ども読書活動推進計画」に基づき児童向け事業、ボランティア育成事業、学校や児童関係

団体への情報提供の事業を行った。中学生年代の利用促進を目指し、中学１年生への利用案内

の全校配布、提供資料の充実、ＰＲの改善を行い、利用を伸ばした。 
 課題・評価  

「子ども読書活動推進計画」の策定から４年、学校・地域の連携や読書情報の提供体制が整 
備されてきている。今後、計画の進捗状況を整理し、新たなニーズの把握、現状と課題の抽出 
等、第２次の計画策定への準備が課題となる。 
 

 

基本方針５ 
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◎一般向け事業としては市制施行４０周年記念事業として、地域資料の展示を行った。国民読書

年の企画として「夏休み科学ウィーク」を実施した。また、課題解決サービスとして、新規に

健康情報の調べ方案内を発行した。 
  課題・評価  

地域資料の収集は東久留米市立図書館の重要な責務である。市史編纂の基礎資料となる文書

や地域活動の資料を積極的に収集し、保存の体制を整えたい。また、市民の生活や仕事に関す

る課題解決のためのサービスをさらに充実させる必要がある。不況や震災による就職難への就

労支援や若者の自立支援等、切実な課題に対応する資料提供に迅速に対応したい。 
 
◎地域における活動としては、東久留米地域文庫親子読書連絡会との共催により、絵本展を実施

した。また、新たに発足した東久留米図書館友の会と共催による「市民が語る戦争体験」、科学

の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」と共催による「夏休み科学ウィーク」を実施した。 
課題・評価  

長い実績のある子ども読書や録音図書作製におけるボランティアとの協力関係と合わせ、市

民との協働事業は着実に進んでいる。今後は、新たな領域のボランティアの活用を検討したい。 
 

◎障害者サービス事業としては録音図書の整備、貸出、音訳講習会、宅配サービスなどを実施した。

平成２２年度は録音図書のデイジー化※のための機器導入、貸出業務の電算化を行った。また、

著作権法の改正や高齢化への対応のため、障害者サービスの内容と要綱の見直しを行った。 
課題・評価  

新たな障害者サービスの規定の整備を行ったが、サービスの実施体制を整備する必要がある。

ボランティアの養成や必要な謝金の確保などを行い、すべての市民に読書や学習を保障する体

制を整える必要がある。 
※「デイジー（ＤＡＩＳＹ）」…Digital Accessible Information System「アクセシブルな情報 

システム」の頭文字がその名前の由来で、 視覚障害者や印刷物を読むことが困難な人々のた 

めのデジタル録音図書の国際標準規格のこと。 

 

◎学校図書館支援事業については、学校の要望により図書館整備支援を行った。学習用の資料の

団体貸出と配送を行った。また、教員の参加しやすい夏休みにリサイクル事業を行った。 
課題・評価  

学校図書館の資料充実のために、新刊案内や学習に役立つ資料情報の提供を強化した。子ど

も読書や教科に役立つ資料提供等、教員への研修や情報提供が重要である。団体貸出や図書館

整備という直接支援と併せ、子ども読書活動推進計画にある学校図書館蔵書管理システムや学

校司書についての検討を、学校・指導室と協力して進めることが課題と言える。 
 

 

③郷土資料室の充実 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：郷土資料室運営事業 
◎郷土資料室（わくわく健康プラザ内）には文献資料室・資料整理室・歴史展示室などがあり、

展示室は年間を通して一般公開を実施している。平成２２年度の利用者は見学・資料閲覧・埋

蔵文化財手続き、相談・問い合わせなどで２,４６０人であった（２１年度２,６２９人、２０

年度２,４９２人）。重要な文化財を集約したことにより、古文書・埋蔵文化財出土品等の整理

基本方針５ 
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が進み、新しい歴史事項が確認されるなど、地域学習情報の提供に成果があった。その成果は

「くるめの文化財」や「郷土資料室通信」等に掲載した。また、依頼により他の博物館企画展

への収蔵品の貸出しを行い、連携や郷土資料室の広報を拡大した。 
 
課題・評価  

歴史展示室では郷土の歴史・生活文化の流れの中から論点を絞ったテーマを選んでいる。今後 
も来室者が増えるよう展示部門の工夫と情報提供の推進が課題となっている。文献資料室・資料

整理室では収蔵資料の調査研究等に取り組みながら、歴史学・考古学及び民俗学の調査研究の報

告と刊行を実施している。 
 
 
 

 
 
 
（施策の取組状況）                           （生涯学習課） 
①市民参加交流の場 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎市民の参加交流の場の提供としては、春の祭典６,２００人（２１年度・２０年度のいずれも６,
２００人）、市民文化祭３万７,９１５人（２１年度３万７,０８４人、２０年度３万６,０００人）

などを行った。 
課題・評価  

市民が文化・芸術活動に取り組んだ学習成果は舞台で発表したり、仲間たちとの交流を通して

技術や技芸を評価し合ったり、表現できる場の確保の推進が課題となっている。市民団体が主役

となれる協働体制を推進するとともに、後継者の養成に取り組んでいる。 
 

 
 

 
 
 
（施策の取組状況）                             （生涯学習課） 
①埋蔵文化財の調査と保護の推進 ―――――――――――――――――――――――――――― 

  事務事業：埋蔵文化財調査報告書刊行事業 
◎宅地造成などの開発等に伴う埋蔵文化財保護の調整、試掘・確認調査を行った。相談件数は７ 
９７件（２１年度６６３件、２０年度６６９件）、工事に伴う自由学園南遺跡の試掘調査１件

（国庫補助事業）、市内遺跡の立会い調査６件を実施した。 
※２１年度は工事に伴う自由学園南遺跡の試掘調査１件（国庫補助事業）、市内遺跡の立会い

調査２件、都立六仙公園整備に伴う発掘調査１件（東京都負担）、川岸遺跡・六仙遺跡等の取り

扱いに関する調整・調査支援。２０年度は宅地造成に伴う試掘調査２件、六仙公園整備に伴う試

掘調査１件（いずれも国庫補助事業）、立会い調査１件。 
 

 

【主要施策の方向】 

 芸術や伝統と文化などに親しみ、参加できる機会を提供するとともに、市民の文化の創造・交

流の場の充実に努めます。 
 

【主要施策の方向】 

 東久留米市に伝わる有形・無形の文化財の保護に努め、文化財の公開・活用を推進します。 

基本方針５ 
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課題・評価  

埋蔵文化財は地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であるため、地域の埋蔵文化財の状況 

の適切な把握が重要であるが、的確な把握は容易ではない。このため、開発事業者等関係者に対

して埋蔵文化財保護の趣旨を十分説明し、理解と協力を求めている。 
 
◎２０年度に行った六仙遺跡第Ⅴ次調査区域の発掘調査に伴う出土品等の整理を行い、埋蔵文化 
財発掘調査報告書第３７集「六仙遺跡Ⅴ」を発刊するとともに、これまでの埋蔵文化財出土品 
の確認・整理も併せて実施した。 
課題・評価  

埋蔵文化財の保護は発掘調査成果の公開や文化財保護施策の広報活動に積極的に取り組む 
ことにより、広く市民の理解を得られやすい。関係資料は常に最新の状況を表示することに努 
めるとともに、記録・保存については情報のデータベース化など、機能的な方法の工夫に取り 
組んでいる。 

 

②文化財の保存と活用の推進 ―――――――――――――――――――----――－―――――― 

  事務事業：文化財展示・保存施設の充実(文化財施設管理事業)、市所蔵文化財の管理と整理の 
推進(文化財保存調査事業、埋蔵文化財保存事業)、補助金交付の充実(文化財修理補 
助事業、文化財保護団体支援事業)、文化財保護意識の普及の推進(文化財パンフレ 
ット刊行事業、文化財講座等普及事業、文化財資料集刊行事業、文化財出版物普及 
事業、文化財説明版設置事業、郷土芸能保存の支援事業)、文化財保護審議会の充実 
(文化財保護審議会の運営事業) 

◎市所蔵文化財等の調査と記録の作成、明治～昭和初期行政文書の整理・調査、市民との協働作

業による市内近世文書の再整理などを実施した。市内で確認されている文化財は７,７３３件で、

指定文化財は東京都指定３件、市指定６１件である。なお、２２年度は市内文化財で特に重要

なもののうち、「村野家住宅（母屋や離れ等 7 件）」が市内で初めての国登録文化財となった。 
課題・評価  

「文化財」は地域の歴史や文化を正しく理解し、将来の文化向上・発展の基礎となるもので

あるため、文化財の適切な保存管理と活用の推進が課題となっている。このため国庫補助事業

の活用を図り、専門的機関との連携を図りながら、文化財の評価や公開・活用などに取り組ん

でいる。 
 
◎文化財保管施設の管理、文化財説明板の設置・修繕、文化財の公開・企画事業である東京文化

財ウイーク、多摩郷土誌フェア等の活用事業を実施するとともに、「くるめの文化財第２６号」

や「郷土資料室通信１６～２３」等を発刊し、市民への文化財の活用と普及を行った。また、

文化財防火デーには南沢氷川神社の協力で、関係機関及び地域が一体となった消防演習を実施

した。 
 

課題・評価  

文化財の保存に関する理解・協力を促進するため、記録映像等を活用し、無形の文化財の映

像記録などの体系的な整理・活用に取り組んでいる。また、文化財を生かした地域づくりを推

進するため、社会教育や学校教育を通じた文化財の学習活動、文化財の所有者が行う管理・修

理等の支援に取り組んでいる。 

基本方針５ 
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６ 平成２２年度主要施策の点検及び評価に関する有識者からの意見 
                       

                       聖徳大学大学院教職研究科教授 宮下 英雄 
はじめに 

（１）東久留米市教育委員会の４つの教育目標、５つの基本方針、３８の施策の方向とそれに伴う

事務事業の具体が総括的に一覧することができ、かつ、その事業の執行状況が理解できる。また、

事業担当を所管する各部署が組織的かつ有機的に連携を保ちながら事業推進を図っていることが理

解できる。更に、その取り組まれた事業の実施状況を事業推進担当所管ごとに分析評価され、成果

と課題が明確にされ、事業の重点化、効率化が検討され、改善充実の検討視点を浮き彫りにしている。

まさに教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行に関してＰＤＣＡ（Plan.Do.Check.Action）サ

イクルによる事務事業が適切に行われるよう努力していることが理解できる。 
（２）新教育課程への移行措置期間の最終年度を迎え、スムースに移行が行われるよう努力が行わ

れている。また教育課程改訂の重点事項である言語活動の充実、理数教育の充実、外国語活動など

の取り組みについても、様々な事務事業が推進されている。また、小中の連携に基づく系統性のあ

る教育課程の編成については意欲的な取り組みが行われている。このことは小中学校の９カ年間で

形成される確かな学力の育成について期待が待たれる。 
（３）学校教育法２９条、３０条に小学校教育の目的と教育の目標が規定されている。特に、３０

条２項には、生涯にわたり学習する基盤が培われるようにと目標達成に向けての育成の内容と方向

性が明確に示されている。「基礎的な知識技能の習得」、「これらを活用して課題を解決するために必

要な思考力、判断力、表現力その他の能力の育成」、「学習に取り組む態度を養う」の３内容である。

また、中学校においては､小学校における教育の基礎の上に、普通教育を施すとある。この文言は教

育を語るときに日常茶飯事に使用されるが、この文言は法律用語であり、教師は法律の執行者であ

るという自覚と認識に基づく意識の形成を更に確かなものにしていく事が大切と考えられる。この

ことは事務事業推進に携わるすべての基盤意識であることを前提にして、各所管の点検と評価を実

施する必要があると考えられる。 
（４）今回の学習指導要領の改訂は「生きる力」の理念を変更せず､継承されている。「確かな学力」

「豊かな人間性」「健康、体力」を総合的に育む「生きる力」の理念を重要とし、基本的な考えとし

て､その深化を目指している。東久留米市教育委員会教育目標「自ら学び、知を創造する人間」「豊

かな心と人間性を高めていく人間」「たくましく成長する人間」「粘り強く行動し、実現する人間」

の４つの目標は、すべてがこの「生きる力」の目指す方向と一致している。各小学校、中学校の教

育目標も「生きる力」の理念、東久留米市教育委員会教育目標との関連性を明確にした学校教育の

取り組みを継続することが、国、東京都、東久留米市、各学校教育活動がシンクロナイズされてい

ると解される。 
 
Ⅰ 基本方針１ 安全な学校と信頼される教育の確立とその主要施策について 

（１）教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われることが不可欠であ

ると言及され、かつ安全性と透明性の高い教育の推進を掲げている。このことは教育を受ける者の

思いや願いの根源であり、市民の期待と信頼の上に、協力･支援をしたいという相互関係を構築する

ことにつながる方針として評価される。また、安全、安心して学べる学習環境の整備、教員の資質・

能力の向上への取り組みは、信頼される学校づくりの必要かつ十分な条件であり、その質と量につ

いての継続的な検討が大切と考えられる。 
（２）学力向上、授業の質的改善、教員の資質能力などについては、内部評価による検討はもとよ
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り外部評価のシステムを構築して、第三者を含めた客観的な評価の構築の時代である。「学校評価モ

デル校の研究の成果」を更に全市的に広げ、見えにくかった教育現場の姿を「見える化」の方向に

研究努力を積み重ね、信頼される学校づくりが行われている。 
（３）教育課程改訂の趣旨の徹底については、各学校の日々の教育活動に生かされなければならな

い。機会あるごとに国、東京都、東久留米市教育委員会の基本的な考えや方針を具体的に説明し、

授業改善や特色ある教育活動の実践と結びつけながら、理解が得られるよう引き続き期待する。 
（４）校長のリーダーシップの発揮はその学校の顔をつくると言われる。校長は校務をつかさどり､

所属職員を監督する義務と責任がある。当然ながら、校長の職務である学校教育の管理、所属職員

の管理を中核にし、所属職員の職務上、身分上の監督が行われることが経営の大前提である。しか

し、学校教育の充実に向けて最先端で実践的に活躍しているのは当該学校の教職員であるという当

事者意識をいかに高めるか、リーダーシップの質が問われる。校長の意を体した教職員の配置と教

育行政の成果は相互に補完し合い、信頼と期待に現れる。 
（５）学校教育の透明性と開かれた学校の教育については、信頼される教育づくりへの眼に見える

部分である。信頼される学校・教育活動であるためには分かる授業、できる授業、楽しい授業を目

指した学校・教職員の努力の姿を、子どもの変容の姿から読み取ることができなければならない。

地域、保護者による外部評価の意見や結果を真摯に受け止め改善のための検討が行われている。ま

た、教育委員会だよりなどを通して教育情報を積極的に学校、地域、市民に提供する他、教育委員

自身が機会あるごとに学校現場に直接出向き、学校の様子を見聞きしたり、各種の研修会などに参

加されたりして、得られた知識や情報の交換、報告が行われている。このことは、教育の質を高め、

求め合う現れであり、学校や市民に信頼と安心を託すことができる。教育委員のご尽力に敬意を表

する。 
（６）教育活動は年間を通して、学期を通して、また、月、週を通して意図的、計画的に行わなけ

ればならない。各教職員からの「週の指導計画」の提出が１００％である現状は、校長の指導力の

発揮と教職員の教育者としての使命感と責任感の表れであり、日々の教育活動がしっかり行われて

いることを物語る数値である。極めて良好な状況である。この状況を引き続き継続する教師集団で

あることを期待する。 
 
Ⅱ 基本方針２ 確かな学力の育成とその主要施策について 

（１）確かな学力とは知識や技能に加え、思考力・判断力・表現力をも含み、学習意欲を重視した、

これからの子どもに求められる資質・能力である。自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主

体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質・能力である。この資質・能力を育成するに

は、学習指導の工夫と改善の積み重ねと基礎的・基本的な学習事項の定着を確かなものにするため

の施策が求められ、きめ細かな指導や個に応じた多様な教育の推進ができるよう施策に重点を置い

ている。これらの施策は、確かな学力の育成のために必要十分な条件に値するものであり、充実と

継続的な努力が期待される。 
（２）「教育公務員は、その職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければならない」とあ

るように、学習指導の工夫・改善への推進研究は教師の専門職としての責務である。また、子ども

や保護者は、「分かる授業」「できる授業」「楽しい授業」の展開を願っている。そのためには授業を

相互に参観し合い、協議を重ねて、専門職としての授業づくりの達人を目指す努力を惜しみなく続

けることが大切である。各学校においては、年間の研究テーマを設定して校内研修を開催している。

校内研修は他の研修とは異なり、テーマや方法が身近であり、学校の実態に即して、直接日々の授

業に役立つことができる。また、全教員を対象にしているので、教職員の資質の向上や教育目標の
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具現化に役立てることができる。また、教科別の授業改善研究会等を開催し、教科の専門性に即し

た指導力の向上、小中学校の指導の系統性、継続性を図っている。新規採用教員の増加傾向にあり、

教育の質への期待と不安が対峙している今日、教員の養成と選考、採用、更には研修へと一貫した

教育人材が要請され始めている。教育の質の確保のためには良い教師を育てる努力が、今後とも組

織的、計画的に行われることが極めて重要と考える。前向きな施策を高く評価するとともに、引き

続き、研究授業、校内研修会等の活性化を期待したい。 
（３）子どもの特性に応じて、きめ細かな指導や個に応じた多様な教育を推進する中で、習熟の程

度に応じた少人数学習集団の編成やＴＴ授業などによる取り組みは、学習意欲の向上と学力の向上

に大きな成果をもたらしている。学力を支える生活リズム、体力の向上に向け努力している学校も

見られるが、東京都教育委員会による体力調査結果を踏まえて体力向上のための「一校１取り組み」

が各学校の創意によって行われている。情報を交換しながら、体力の向上・学力の向上については

長期的な取り組みをするとともに、施策の効果を統計的に把握する研究も進めることが必要である。 
（４）新教育課程の改善すべき重点事項の一つに、科学技術の土台である理数教育の充実が求めら

れている。そのことに関連して、理科支援員の配置や理科教育振興法に基づく、理科備品等の充実

にかかわる予算が各教育委員会や各学校に措置されている。しかし、国の事業仕分けにより大幅な

予算の削減を強いられている。技術革新が絶え間なく生まれる「知識基盤社会」の時代に生きる子

どもたちにとっては、理数教育の国際的通用性が問われている。新しい学習指導要領理科において

は、新単元、新教材の導入が目立つ。とりわけ理科教育の更なる充実した対策を講じることは緊急

な課題であると考える。 
 
Ⅲ 基本方針３ 人権尊重及び社会貢献の精神の育成とその主要施策について 

（１）すべての人々が人権尊重の理念を正しく理解するとともに、生命を大切にし、社会生活の基

本的ルールや思いやりの心を身に付け、社会に貢献しようとする精神をはぐくむことを基本方針に

掲げている。このことは東久留米市民をはじめ東京都民、国民の願いであり、多様な人々と暮らし、

相互に支え合う社会づくりの姿として評価できる。 
（２）人権教育の推進に当たっては教職員の人権感覚、人権意識を磨くことが極めて大切である。

人権感覚、人権意識を高める研修会を管理職、初任者等の職層に応じて意図的、計画的に実施して

いることは、教育に従事する関係者の人間性、人間の価値にかかわる根本の資質・能力の形成につ

ながる。教員の発言・掲示物・行動に対して、指導室として、人権感覚が高まる指導・助言を繰り

返し実践する方向性を示していることは、具体的な事例を通して学び合うことによって、自分では

気付かなかった人権感覚を磨く機会となる。事例を収集して、継続指導を強く期待する。 
 
Ⅳ 基本方針４ 健やかな心と体の育成と主要施策について 

（１）健全な心の発達・成長、健やかな身体の育成をはじめ、青少年の健全育成、思いやりや道徳

心の育成、スポーツを通した体力づくり、生涯体育などに関する重要な内容を含んでいる。心と体

の両側面からの充実と自己実現を目指す意欲や態度の育成への多様な事業推進が行われている。 
（２）道徳教育・心の育成の推進については道徳教育の全体計画、年間指導計画に即して計画的に

実践が行われているが、道徳教育の地区公開講座への参加者が少ない現状が続いている。その要因

分析の検討とともに、同様な状況にある近隣市、他市の教育委員会と連携をとり対策を探る必要が

ある。 
（３）いじめ・不登校・非行防止は、子ども・保護者・市民の願いである。敏速な対応と早期発見・

早期解決・未然防止については関係機関と連携を密にし、指導の強化を期待したい。「いじめは絶対
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に許さない」という毅然とした態度で指導することが大切である。 
Ⅴ 基本方針５ 生涯学習の振興を目指した連携・協力の推進と主要施策について 

（１）地域の教育力の再構築、社会人の学び直し、社会参加への仕組みの整備など、市民の生涯学

習への振興を図るための推進体制の確立、学校や地域の教育活動への支援体制の充実など、市民一

人一人が、豊かな人生を送るとともに、生涯を通じて学び合うことが続けられる生涯学習社会の確

立のための様々な施策が検討されている。 
（２）中央公民館が生涯学習センターに変わり、市民ニーズを捉えた事業の活動が活発化し、年間

利用者数の増加が見られた。まさに、生涯学習センターとしての機能と環境整備、内容の充実を更

に検討課題として推進することが大切である。図書館事業の充実については、様々な充実への施策

サービス・検討が行われている。「市民と共に歩む図書館を目指して」が策定され、図書館のあり方

検討委員会が発足されたことは高く評価される。市民ニーズに即した適時性と、適切性を踏まえた

真摯な対応に市民への愛を感じる。 
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十文字学園女子大学副学長・社会情報学部教授 橋本 ヒロ子 

 
東久留米市教育委員会では、限られた財政状況にもかかわらず、教育目標に沿って策定された五

つの基本方針に基づく活動に積極的に取り組んでおられることに敬意を表します。そのなかで、幾

つか気がついた点を中心に五つの基本方針に沿って、以下のようにまとめましたので報告します。 
 
基本方針１ 安全な学校と信頼される教育の確立 

学校経営の推進 
 全校が学校教職員による内部評価や保護者・学校評議員による学校関係者評価を取り入れ、さら

に学校評価推進モデル校を指定して研究を進めるなど、積極的な取り組みを評価する。 
 ところで、この評価結果のインターネット等による公開については、学校評価推進モデル校と１、

２の小学校だけしか行われていない。学校評価のネット上の公開は確かに一部教職員の負担を増や

すことになるが、全ての小中学校ですべきことであると思われる。教職員で対応できない場合、保

護者の協力を得るなどの工夫が考えられないであろうか。そうすることで、学校経営に対する保護

者を含む市民の関心を高め、ひいてはより開かれた学校経営に結びつくのではないかと思われる。 
信頼される教育の確立 

 「分かる授業」「できる授業」「楽しい授業」をさらに推進してほしい。大学のユニバーサル化に

伴い、大学入学者の中には算数能力だけでなく、国語力なども劣る学生がみられる。その結果、卒

業後の就業力を伸ばすことが大変難しい状況にある。義務教育期間中に「読み、書き、計算」の基

礎的学力については知的支援学級以外のどの学校の児童生徒でも身につけられるような教育をして

ほしいというのが、大学教員として切なる願いである。 
＜安全管理＞ 
学校再編成対象校である第四小学校、下里小学校を除いて全て耐震工事が完了していることは評

価する。しかし、問題は体育館の耐震工事である。東日本大震災でも、筑波大学をはじめ、体育館

の天井落下事故が発生している。平成２４年度に耐震化事業を完了予定で進めているとある。しか

し、東日本大震災の発生により、大地震がここ１‐２年以内に発生する確率が高くなったため、で

きれば平成２３年度中に耐震化事業を終えることが望ましいが、財源の問題と時間的制約で２４年

度中の完了を予定しているということであった。 
＜教員研修＞ 
法令で定められた研修に全員参加し修了するだけでなく、その他の研修についても該当者はほと

んど参加という状況は評価すべきである。夏季休業期間中研修について、参加者を増やすための教

育委員会の工夫も評価する。しかし、参加者数については２１年度が３５２名であったのに比べて

２２年度は２４０名に留まっており、さらなる工夫と教員への呼びかけなどをすべきではないかと

思われる。 
＜教育センター事業＞ 
年間延べ３,０００件以上の相談に対応し、学習適応教室では３年生全員の進路が決定したという

結果に、相談員の方々のご苦労が偲ばれる。 

問題のある児童生徒を抱えているだけでなく、自分自身が心の病を抱えている教員の実態とそう

いう教員の対応についても何らかの自己評価がされることが望ましい。 

＜学校教育の公開・説明の推進＞ 

平成２１年度までは生徒による授業評価が２校に留まり、なかなか広がっていない中、平成２２

年度は全校で実施ということは大きな成果である。授業評価の実施結果をどのように改善に結びつ
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けるか、また生徒たちに改善の結果をどのように返していくかも検討して頂きたい。改善の結果を

生徒たちがわかりやすい形で示すことで、生徒たちも積極的に授業評価をすることになり、ひいて

は授業全体の改善につながる。 

＜ホームページ等による公開＞ 

 学校により、かなり違いがみられる。一定レベル以上の情報が公開されるように教育委員会とし

ての働きかけ、研修などが必要ではないか。 

 

基本方針２ 確かな学力の育成 

基本方針の１でも書いたが、大学教育のユニバーサル化により大学生の著しい学力の低下がみら

れる。算数などでは小学校４年生ごろから停滞したまま、推薦、ＡＯなど受験しないまま大学に入

学した場合に特に基礎学力が低い。習熟度別のクラスを可能な限り設けて、一人ひとりの子どもの

特徴に合わせた教育に取り組み、基礎学力の向上をお願いしたい。 

少人数学習の推進 

 「特に小学校では算数、中学校では英語と数学で多く実施されている。」とあり、実態を確認した

ら、小学校１４校（全校）は算数、中学校（全７校）は数学（３校）、英語（４校）で行っていると

いうことであった。算数のできない大学生が多いが、彼女たちもこのようなシステムの中で教育を

受けていたら算数嫌いにならなかったかもしれない。今後一層の推進を望む。 

英語教育等の推進 

「指導員の技量については平準化を図るとともに、さらに高めていく必要がある。」と書かれて

いるが、ＴＥＳＬ英語を母国語としない児童・生徒・学生に対する英語教授の有資格者に限定する

のも一つの方法である。 
 
基本方針３ 人権尊重及び社会貢献の精神の育成 

奉仕活動等の様々な体験活動 
中１で職場訪問、中２で職場体験を全校で実施とあり評価できる。これらの職場は地域の職場で

あればこの主要施策のもとでの評価でよい。訪問先によっては、「キャリア教育の充実」もとに、こ

の自己評価の記述が入っている方がより適切ではないかと思われる。 

 

基本方針４ 健やかな心と体の育成 

食育・小学校給食調理業務委託の推進 

行財政改革の視点から業務委託の推進はやむを得ないのかもしれない。民間の効率の良さは評価

すべきである。今後「食育の推進」を基本としながら、学校給食の目標を達成して欲しい。 

 

基本方針５ 生涯学習の振興を目指した連携・協力の推進 

生涯学習センター事業の活動の推進 

生涯学習センターの指定管理者制度の導入により、市民サービスの向上で利用者が増加したこと

は評価できる。年２回開催している「利用者懇談会」で事業の質についても適正な評価を行うこと

必要である。 

＜文化財の公開・活用＞ 

より多くの市民に知ってもらうために、デジタルアーカイブ化の検討も必要ではないかと思われる。 
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資 料 

東久留米市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の 

状況の点検及び評価の実施要綱 

（目 的） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２７条の規定に基づき、東久留米市教育委員会（以下｢委員会｣という。）が自らの権限に属する

事務の管理及び執行の状況を点検及び評価するために必要な事項を定めることにより、効果的な

教育行政の一層の推進を図るとともに、市民への説明責任を果たし、信頼される教育行政を推進

することを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるとおりとす

る。 

 一 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取り組み状況や成果について取りまとめることをい

う。 

 二 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の取り

組みの方向性を示すことをいう。 

 （点検及び評価の対象） 

第３条 点検及び評価の対象は、毎年度策定する｢東久留米市教育委員会教育目標・基本方針、施策

の方向｣に基づく主要施策とする。 

 （点検及び評価の実施方法） 

第４条 点検及び評価は、前年度の主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取り組

みの方向性を示すものとし、年１回実施する。 

２ 主要施策の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者（以下｢学識経験者｣とい

う。）の意見を聴取した上で、教育委員会において点検及び評価を行う。 

３ 学識経験者の知見の活用を図るため、｢点検・評価に関する有識者｣を置く。 

 ア ｢点検・評価に関する有識者｣は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が

委嘱する。 

 イ ｢点検・評価に関する有識者｣の任期は１年とする。 

４ 点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を東久留米市議会へ提出するととも

に、市民に公表する。 

（委 任） 

第５条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は教育長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は平成２０年１１月１日から施行する。 

 

 

 

 



 

４５ 

平成２２年度教育委員会における審議内容一覧 

＜定例会＞ 

会議名 

（開催日） 
議案・主な報告等 

第４回 

（22.4.14） 

【議案】①東久留米市市民大学運営委員会委員の委嘱について ②東久留米市社会教

育委員の委嘱について ③東久留米市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部

委任規程の一部改正 について ④東久留米市公立学校職員出勤簿整理規程の一部

改正について 【報告】①東久留米市教育委員会事務局職員の人事異動について ②

平成２２年度指導室事業について ③第七小学校給食調理業務委託後の試食につい

て ④東部地域の学校再編成（第四小学校閉校）のその後の状況について ⑤平成２２

年度就学援助についてのお知らせについて ⑥生涯学習センターの開館記念式典及

びコンサートについて ⑦平成２２年度施政方針等について ⑧小・中学校の授業時間

数について 

第５回 

（22.5.20） 

【議案】①東久留米市奨学資金運営委員会委員の委嘱について ②東久留米市立図書

館協議会委員の委嘱について ③東久留米市立市民体育施設条例の一部を改正する

条例の制定依頼について ④東久留米市立市民体育施設条例施行規則の一部改正に

ついて 【報告】①平成２３～２６年度小学校使用教科用図書の採択について ②東久

留米市学校給食運営協議会設置要綱の改定について ③平成２２年度児童・生徒数及

び学級数について ④平成２１年度社会教育委員活動報告（交流大会総会等）につい

て ⑤中部地域（第八小学校）のその後の状況について ⑥東部地域（第四小学校）の

その後の状況について ⑦第七小学校給食調理業務委託事後評価結果について ⑧

公民館だより（最終号）について ⑨市民大学中期報告書について ⑩「議案第３４号 

平成２２年東久留米市一般会計予算に対する修正案」について 

第６回 

（22.6.18） 

【議案】①東久留米市教育委員会点検・評価に関する有識者の委嘱について ②東久

留米市社会教育委員の委嘱について 【報告】①第２回市議会定例会について ②平

成２３年度～２６年度使用教科用図書（小学校）及び平成２３年度一般図書（特別支援学

級）採択事務日程（案）について ③平成２２年度夏季休業中の指導室事業について 

④東京国体東久留米市準備委員会の設立について ⑤平成２３年度「成人のつどい」

開催概要について ⑥スポーツセンターの指定管理者の公募について ⑦ 第一小学

校、第九小学校の給食調理業務委託の進捗状況について ⑧東部地域（第四小学校）

のその後の状況について ⑨滝山図書館臨時休館の報告について  

第７回 

（22.7.５） 

【報告】①東久留米市教育委員会事務局職員の人事異動について ②平成２２年度（平

成２１年度分）東久留米市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価報告書（案）について ③東久留米市立生涯学習センター利用実績につい

て ④東部地域（第四小学校）のその後の状況について 

第８回 

（21.8.１８） 

【議案】 ①東久留米市社会教育委員の委嘱について ②平成２３～２６年度使用東久

留米市立小学校教科用図書の採択について ③平成２３年度使用東久留米市立小中

学校特別支援学級教科用図書の採択について 【報告】①生涯学習センター利用者懇

談会の設置について ②スポーツセンター指定管理者の応募状況について ③東

部地域（第四小学校）のその後の状況について 



 

４６ 

第９回 

（22.9.16） 

【議案】①東久留米市社会教育委員の委嘱について ②東久留米市立学校通学区域に

関する規則の一部改正について ③東久留米市教育委員会委員長及び委員長職務代

理者の選挙について ④議席の指定について 【報告】①平成２２年第３回市議会定例

会について ②平成２２年度の２学期以降の指導室事業について ③東久留米市立生

涯学習センター利用者アンケート結果について ④第一小学校、第九小学校給食調理

業務委託の進歩状況について ⑤東部地域（第四小学校）のその後の状況について 

⑥市立中学校生徒の全国大会出場について ⑦「学校給食の危機管理マニュアルＨ２

２」の改訂について ⑧「資料１ 市民と共に歩む図書館をめざして～東久留米市立図書

館のめざすもの」および「資料２ 『市民と共に歩む図書館をめざして～東久留米市立図

書館のめざすもの』について出された図書館協議会委員の意見」について ⑨「平成２２

年度東久留米市確かな学力を図るための調査結果概要」について 

第 10 回 

（22.10.14） 

【報告】①東久留米市教育委員会事務局職員の人事異動について ②教職員の人事異

動について ③平成２２年第３回市議会定例会について ④平成２３年度予算編成につ

いて ⑤第一小学校、第九小学校給食調理業務委託の進捗状況について ⑥東部地

域（第四小学校）のその後の状況について ⑦生涯学習センターの掲示物について ⑧

千葉国体の視察報告について 

第 11 回 

（22.11.５） 

【議案】①東久留米市教育振興基金条例（案）について ②平成２２年度東久留米市一

般会計（教育費）１２月補正予算（案）について ③東久留米市スポーツセンター指定管

理者の指定の依頼について 【報告】①東久留米市教育委員会事務局職員の服務事故

にかかる処分について ②東久留米市教育委員会事務局職員の人事異動について 

③平成２３年度指導室事業（案）について ④第一小学校、第九小学校給食調理業務委

託の進捗状況について ⑤東久留米市立図書館のあり方に関する検討委員会の設置

について ⑥平成２２年度東久留米市事務事業見直しのための仕分けについて ⑦平

成２３年度東久留米市教育委員会教育目標及び基本方針について ⑧生涯学習センタ

ーの掲示物にかかる審査請求について 

第 12 回 

（22.12.２） 

【議案】①損害賠償請求に関する和解及び損害賠償の額の決定依頼について ②平成

２２年度東久留米市一般会計（教育費）１２月補正予算（案）について 【報告】①平成２２

年第４回市議会定例会について ②東久留米市教育委員会生徒表彰実施要綱（案）に

ついて ③東久留米市教育振興基本計画策定委員会設置要綱（案）について ④東久

留米市特別支援教育の環境整備計画について ⑤東久留米市立生涯学習センターの

愛称募集の実施について ⑥ＡＥＤの貸し出しについて ⑦第２回中学生「東京駅伝」

東久留米市選手団結団式について（案） ⑧第一小学校、第九小学校給食調理業務

委託の進捗状況について ⑨東部地域（第四小学校）のその後の状況について ⑩

平成２３年度東久留米市教育委員会教育目標及び平成２３年度東久留米市教育委

員会基本方針について ⑪平成２３年成人の日のつどいについて ⑫生涯学習セ

ンターの掲示物にかかる審査請求について ⑬スポーツセンターの指定管理者に

ついて 



 

４７ 

第１回 

（23.１.13） 

【議案】①平成２２年度東久留米市一般会計（教育費）１月補正予算（案）について 【報

告】①議案第４７号採決書の承認報告について ②教育委員会事務局職員の人事異動

について ③平成２２年第４回市議会定例会について ④第４次長期総合計画前期基

本計画（素案）について ⑤第４次行財政改革基本方針行財政改革アクションプラン（平

成２３年～２７年度）－素案－について ⑥文部科学大臣優秀教員表彰受賞者及び東

京都教育委員会職員表彰受賞者について ⑦学生涯学習センターの愛称募集に関す

る取り扱い要綱について ⑧登録有形文化財について ⑨平成２３年度「成人の日のつ

どい」の報告について ⑩第一小学校、第九小学校給食調理業務委託の進捗状況につ

いて ⑪平成２３年度義務教育費国庫負担金について ⑫生涯学習センターの掲示物

にかかる審査請求について  

第２回

（23.2.4） 

【議案】①東久留米市立学校医等の委嘱について ②平成２２年度東久留米市一般会

計（教育費）３月補正予算（案）について ③東久留米市奨学資金に関する条例施行規

則の一部改正について ④東久留米市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部

委任規程の一部改正について ⑤平成２３年度東久留米市教育委員会教育目標及び

平成２３年度東久留米市教育委員会基本方針の策定について 【報告】①平成２３年第

１回市議会臨時会について ②平成２２年度東久留米市教育委員会生徒表彰にかかる

表彰者の決定について（報告） ③東久留米市立生涯学習センターの掲示物の申請に

対する不承認通知に関する審査請求の経過について ④東久留米市立生涯学習セン

ターの愛称について ⑤文化財防災訓練等実施状況について ⑥教育振興基本計画

（仮称）策定委員会について ⑦旧第八小学校の記念碑設置についての経過報告につ

いて ⑧「東久留米市の特別支援教育の環境整備計画」について ⑨多摩地域の図書

館大会について 

第３回 

（23.3.2） 

【議案】①東久留米市指定文化財の指定について（諮問） ②東久留米市立生涯学習セ

ンターの愛称決定について ③東久留米市公立学校教職員の任命の内申について 

④東久留米市市民大学運営委員会委員の解嘱及び委嘱について 【報告】①平成２３

年第１回市議会定例会について ②東久留米市第４次長期総合計画（基本構想・基本

計画）について ③東久留米市第４次行財政改革基本方針 行財政改革アクションプラ

ン（平成２３年度～平成２７年度）について ④東久留米市第４期定員管理計画（平成２３

年度～平成２７年度）について ⑤公共住宅（南町一丁目アパート）建設に伴う安全対策

に関する要望について ⑥公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に

関する法律の一部を改正する法律案の概要について ⑦事故報告について（スポーツ

センター） 

※回数は「年」ごとで数えている。   



 

４８ 

＜臨時会＞ 

開催日 議案・主な報告等 

第４回 

（22.８.３） 

【議案】①東久留米市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定依頼について ②

東久留米市教育振興基金条例（案）について ③平成２２年度東久留米市一般会計（教

育費）９月補正予算（案）について ④平成２２年度（平成２１年度分）東久留米市教育委

員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（案）について 

【報告】①第１回東久留米市学校給食運営協議会会議録について ②学校給食のヒヤリ

ハット事例について ③第一小学校・第九小学校給食調理業務委託の進捗状況につい

て ④東久留米市立小学校給食調理業務委託事業者選定委員会設置要綱について 

⑤２０年間の児童・生徒数の推移について ⑥東部地域（第四小学校）のその後の状況

について ⑦「社会教育のあらまし」について 

第 1 回 

（23.1.20） 

【議案】①平成２３年度東久留米市一般会計（教育費）予算（原案）について 【報告】①

第一小学校、第九小学校給食調理業務委託の進捗状況について ②平成２３年度東久

留米市教育委員会教育目標及び平成２３年度東久留米市教育委員会基本方針について 

第 2 回 

（23.1.25） 

【議案】①「議案第１号 平成２２年度東久留米市一般会計（教育費）１２月補正予算

（案）」の修正について ②「東久留米市特別支援教育の環境整備計画 平成２３年度～

２５年度（案）」の策定について  

第 3 回 

（23.2.16） 
【議案】①議案第１０号東久留米市教育委員会職員の処分無効の確認について 

第 4 回 

（23.3.18） 

【議案】①東久留米市教育委員会事務決裁規程の一部改正について ②東久留米市教

育委員会職員の異動について ③東久留米市体育指導委員の解職及び委嘱について 

【報告】①平成２３年第１回市議会定例会について ②３月１１日に発生した地震への対

応について③審査請求に関する諮問の概要について ④平成２３年度小学校給食の調

理業務委託業者について 

第 5 回 

（23.3.24） 

【議案】①東久留米市教育委員会職員の異動について ②充て指導主事の任免につい

て 【報告】①東久留米市公立学校教職員の任免について ②東久留米市教育委員会

職員（嘱託）の異動について ③平成２３年第１回市議会定例会について ④３月１８日

以降の地震関連状況について 

第 6 回 

（23.3.29） 
【議案】①平成２３年度東久留米市一般会計（教育費）予算（暫定）について 

第 7 回 

（23.3.30） 

【議案】①東久留米市教育委員会会議規則の一部改正について ②東久留米市教育委

員会職員の懲戒処分に関する審査について（諮問） 【報告】①平成２３年第１回市議会

定例会について ②「東久留米市立生涯学習センターに係る掲示物の受付の不承認に

関する通知についての審査請求の答申」について 

 ※回数は「年」ごとで数えている。  

 



 

４９ 

＜協議会＞ 

開催日 件        名 

第２回 

（22.6.18） 

【案件】①平成２２年度（平成２１年度分）東久留米市教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価報告書（案）について 

第１回 

（23.１.13） 

【案件】①平成２２年度東久留米市教育委員会教育目標及び平成２２年度東久留米市教育

委員会基本方針について 

※回数は「年」ごとで数えている。    

  

 以上、会議回数及び審議案件数については以下のとおりである。 

（１）開催回数   

◎定例会 １２回 ◎臨時会   ８回 ◎協議会  ２回 

（２）審議案件数   

◎議案  ４９件 ◎報告事項１１８件 ◎協議事項 ２件 

 

 

 

平成２２年度教育委員の活動概要一覧 

＜東京都市教育長会・東京都市町村教育委員会連合会・関東甲信越静市町村教育委員会連合会＞ 

会議名（開催日、開催場所） 

内容・視察先等 

東京都市町村教育委員会連合会会計監査（22.4.8 東京自治会館） 

○平成 21 年度東京都市町村教育委員会連合会決算書（歳入歳出）について 

東京都市町村教育委員会連合会第１回理事会（22.4.26 東京自治会館） 

○東京都市町村教育委員会連合会第 54 回定期総会について ○被表彰者の選考について ○今後の事 

業予定について ほか 

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会（千葉大会）（22.5.28 東京ベイホテル東急） 

○平成 21 年度事業報告・歳入歳出決算の承認について ○平成 22 年度事業計画（案）・予算（案）につい

て ほか 

東京都市町村教育委員会連合会第 54 回定期総会及び情報交換会（22.5.24 東京自治会館） 

○平成 21 年度事業報告・歳入歳出決算の承認について ○平成 22 年度事業計画（案）・歳入歳出予算

（案）について ほか 

東京都市町村教育委員会連合会第２回理事会・研修会（22.８.26 東京自治会館） 
○テーマ:「子供たちの現状とこれからの学校教育」。講師：東京都多摩教育事務所指導課長の小林幹夫氏 
東京都市町村教育委員会連合会管外視察研修（22.10.15、科学技術館及びキッザニア東京） 
○施設の見学・体験 

東京都市町村教育委員会連合会第３ブロック研修会（22.10.20  わくわく健康プラザ） 
○テーマ:「東久留米市の文化財について～江戸から明治の村を訪ねて」。講師：東久留米市教育部生涯学

習課課長補佐（兼）文化財係長の山崎 丈氏 視察先：柳窪の村野家・東久留米市郷土資料室 

東京都市町村教育委員会連合会研修会（23.2.4 東京自治会館） 

○テーマ:「21 世紀をになう子供たちを育てる」。講師：藤原 正彦氏（数学者・作家） 
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＜東京都教育委員会＞    

会議名（開催日、開催場所） 

内容・視察先等 

平成２２年度教育施策連絡会（22.4.8 東京都庁） 

○平成２２年度の教育行政について、平成２２年度教育施策の概要について 

 
 

＜学校による各種行事への教育委員の参加＞ 
 入学式、卒業式、学校公開、学校一斉公開、運動会、文化祭、展覧会・作品展、学習発表会、研

究発表会、ロードレース など 
 
＜市及び教育委員会による各種行事への教育委員の参加＞  
 市立小・中学校教育活動実践報告会、社会を明るくする運動、市民文化祭、市表彰式典、小・中

学校連合作品展・書写展、中学生「駅伝大会」、校長会など 
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平成２２年度東久留米市教育委員会教育目標・基本方針・施策の方向・事務事業一覧 
＜教育目標＞ 

教育は、伝統を継承し、新しい文化の創造と豊かな社会の実現を目指すものです。そのために、生命と個人の尊厳を重んじ、公共の精神を尊び、平和で民主的な国家

及び社会の形成者として豊かな人間性と創造性を備えた人間を育成します。 

あわせて、わが国の歴史や文化を尊重し、国際社会に生きる日本人の育成を期して行うものです。 

東久留米市教育委員会は、日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、児童・生徒が人間性豊かに成長することを願うとともに、すべての市民がよりよく生きるための

力を身に付け、生涯を通じて学び、支え合うことができる地域社会の実現を目指します。 

教育は、家庭、学校及び地域のそれぞれが責任を果たし、連携して初めて成り立つとの認識の下、すべての市民が教育に参加することを目指し、東京都教育委員会及

び他の区市町村教育委員会などと連携して、積極的に教育行政を推進していきます。 

    

１ 自ら学び、知を創造する人間 

学ぶことの楽しさを知り、基礎・基本を習得し、それをもとに発想力や創造力を伸ばし、知を継承し創造できる人間を育てます。そのため、幅広い知識と教養、技能を身

に付けるとともに、学ぶ意欲や、自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、自らを律して行動し、よりよく問題解決をする資質や能力等を含めた「確かな学力」を育

成します。 

基本方針１ 施策の方向 主な事務事業 番号 所管 

【安全な学校と信頼される教育

の確立】 

新たな改革が求められている

２１世紀の教育を推進するため

には、教育を受ける者の心身の

発達に応じて、体系的な教育が

組織的に行われる学校づくりが

不可欠です。 

そのために、地域の特性を踏

まえ、効率的で透明性の高い開

かれた学校経営、子どもたちが

安全で安心して学べる環境の整

備、時代及び社会の変化への感

覚と問題意識を備えた教員の資

質・能力の向上に努め、市民の

期待にこたえる信頼される学校

づくりを推進します。 

1. 学校教育の充実に向けた取り組みを進めるため、教育目標

を踏まえた校長の経営方針に基づく学校経営の具現化に努め、

校長のリーダーシップの確立を図ります。また、組織体として機

能する学校づくりを推進するため、組織的な課題対応力の向上

を図ります。 

   

 （１）学校経営の推進    

 ①教職員の人事管理の推進 ○教職員給与事務 12-03-11 指 

②教職員の健康の保持・増進 ○教職員旅費支払事務 12-03-12 指 

○教職員健康診断事業（法定） 12-02-04 指 

○教職員健康診断事業（法定外） 12-02-05 指 

（２）児童・生徒等の就学の推進    

 ①児童・生徒等の就学の推進 ○小・中学校入学通知事務 12-08-09 学 

○小・中学校在籍者名簿管理事務 12-08-10 学 

○就学通知事務 12-08-11 学 

○指定学校変更事務 12-08-14 学 

②経済的負担の軽減 ○就学援助事業 12-07-01 学 

○日本スポーツ振興センター保険加入事業 12-07-02 学 

③課外活動クラブの充実    

（３）信頼される教育の確立    

  ○教育委員会会議開催事業 12-08-03 総 

○教育委員会報作成事業 12-08-06 総 

○教育委員会会議録作成事業 12-08-07 総 

○教育委員会交際事業 12-08-05 総 

○指導主事研修事業 12-03-06 指 

○学校間連絡事務 12-08-02 指 

○成績一覧表調査委員会事業（都指定） 12-01-08 指 

○教育長会参画事業 12-08-08 総 

○教育委員会連合会参画事業 12-08-04 総 

○教育関係団体負担金参画事業 12-03-14 総 

○教育振興基本計画（仮称）策定事業 12-05‐10 総 

２．子どもたちの安全確保及び学校の安全管理の徹底を期し

て、日常の安全管理及び安全指導を行うとともに、家庭・地域及び

関係団体と連携した施策の充実を図り、安全・安心な学校づくりを

推進します。さらに、学校の体育館の耐震化や老朽化する教育

施設の整備に努めます。   

   

 （１）子どもの安全確保の推進    

 ①安全な通学の推進 ○学校通学路指定事務 12-05-06 学 

○交通擁護員活動事業 １２-０５-０７ 学 

（２）学校の安全管理の推進    

 ①学校施設の整備の推進 ○東京都公立学校施設整備期成会参画事業 １２-０５-０１ 総 

○小・中学校改修・補修事業 １２-０５-０３ 総 

○小・中学校施設管理事業 １２-０５-０４ 総 

○小・中学校耐震補強事業 １２-０５-０２ 総 

  

◎「主な事務事業」及び「番号」は、市のホームページで公

表している「行政評価～平成２２年行政評価」のものです。  

◎「所管」は「指」が指導室、「学」が学務課、「生」が生涯学

習課、「適」が学校適正化等担当、「総」が総務課、「図」が図

書館です。 
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 ３．「東久留米市立学校再編成計画」（以下「学校再編成計画」

という）及び「東久留米市立学校再編成にかかる実施概要（基本

プラン）」（以下「基本プラン」という）を踏まえ、教育条件の整備を

推進します。また、東部地域の学校再編成については、「学校再

編成計画」及び「基本プラン」に基づき、環境変化等を踏まえた

具体案を示し、関係者との意見調整を図りながら進めます。 

   

 （１）機能的な学校づくりの推進    

 ①学校の適正規模の推進 ○学校再編成事業 １２-０５-０５ 適 

 ４．校庭芝生化や新学習指導要領に係る教材整備を進め、教

育環境の充実を図ります。 

   

 （１）教育環境の整備の推進 ○校庭芝生化事業 １２-０５-08 総 

 ○新学習指導要領に係る教材整備事業 １２-０５-09 総 

○教育施設エネルギー管理事業 （新規） 総 

 ５．子どもたちの実態や保護者・地域の願いを踏まえ、各学校

が創意工夫を凝らして多様で弾力的な教育課程を編成し、特色

ある学校づくりを推進します。 

   

 （１）特色ある学校づくりの推進 ○特色ある学校づくり推進事業 １２-０１-１１ 指 

 ○学校広報事業 １２-０４-０３ 指 

 ○小・中学校周年行事事業 １２-０５-１１ 総 

６．学校の自立的改革を進めるために、校長の指導の下、学校

で「週の指導計画」を作成し、教育活動の計画・実施・評価を確実

に行い、教育課程の適正な編成・実施を図ります。 

   

 （１）教育課程の適正な運営 ○学校運営事業（指導） １２-０８-０１ 指 

 ○小・中学校移動教室事業 １２-０１-０１ 指 

 ○教科書採択事業 １２-０１-１４ 指 

 ７．教員の意識改革を図り、授業改善に生かすため、年間指導

計画や評価計画、評価規準などの公表を進めます。また、授業

公開を積極的に実施するとともに、授業研究を通して校内研究

会の充実を図ります。 

   

 （１）年間指導計画等の公表    

 （２）授業公開・校内研究会の充実 ○東久留米市教育研究奨励事業 １２-０３-０７ 指 

 ８．教員の授業改善及び指導力の向上を進めるため、人事考

課やキャリアプランと連動した能力開発型の研修を行うなど、教

員のライフステージに応じた校内及び校外研修の質的充実を図

り、教員の資質・能力の向上に努めます。 

   

 （１）教職員の研修の充実    

  ○教員研修事業（校内・校外） １２-０３-０３ 指 

○教員指導力向上事業 １２-０３-０４ 指 

○教職員研修活動事業（都指定） １２-０３-０８ 指 

○コンピュータ研修事業 １２-０３-０５ 指 

○生活・進路指導事業 １２-０２-０３ 指 

○コアサイエンスティーチャー活用事業 １２-０１-１３ 指 

 ９．東久留米市教育センターの事業を推進し、本市の教育相談

室や学習適応教室の事業と教員の研修事業の一層の充実を図り

ます。また、教育に関する情報の収集・発信についても機能の充

実を図ります。 

   

 （１）教育センター事業の効果的展開 ○教育センター維持管理事業 １２-０３-０２ 指 

（２）教育センターの人材の有効活用    

 １０．学校教育の充実のため、市内全学校における自己評価と

学校評議員・保護者・地域住民などによる学校関係者評価を行

い、教育委員会への報告のほか、市民への公表に努め、開かれ

た学校づくりを一層推進します。 

   

 （１）学校教育の公開・説明の推進 ○教育要覧作成事業 １２-０４-０１ 指 

（２）開かれた学校づくりの推進    

 １１．障害のある子どもが個々の教育ニーズに応じた指導が受

けられるよう、特別支援教育の充実を図るとともに、教育相談室

や特別支援学校との連携を深めます。また、小学校・中学校に

在籍する子どもの学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自

閉症などへの教育的対応の充実を図り、特別支援教育を円滑

に進める体制の整備を推進します。 

   

 （１）特別支援教育の充実 ○特別支援学級校外学習事業 １２-０６-01 学 

○特別支援学級通学バス運行事業 １２-０６-02 学 

○特別支援学級宿泊学習事業 １２-０６-03 学 

 （２）特別支援教育の推進 ○特別支援対象児就学事業 １２-０８-１５ 学 

○就学支援委員研修事業 １２-０８-１３ 学 
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 １２．幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重

要なものであることにかんがみ、小学校就学前に適切な幼児教

育を受けることができるよう、家庭、幼稚園、保育園と小学校以降

の教育との連携を強化し、小学校への円滑な連携に努めます。

また、教育の機会均等に資するため、中学校卒業後、経済的理

由により高等学校への修学が困難である生徒に対し、学資金の

助成を行います。 

   

 （１）就学前機関との連携 ○就学支援シート活用事業 １２-０８-１６ 学 

○公立幼稚園保育料徴収事務 ０９-０３-０2 学 

（２）高等学校等への修学支援の充実 ○奨学資金助成事業 個－７１ 総 

 １３．幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など

の校種間のつながりや学校間の連携を深めた教育の推進に努

めます。 

   

 （１）学校間の連携の推進    

 １４．学校の教育活動に関する情報については、学校だよりや

ホームページによる公開などを通して広く市民に提供するととも

に、個人情報については東久留米市個人情報保護条例及び東

久留米市情報公開条例に基づいて適正に取り扱います。 

   

 （１）学校情報の公開    

      

基本方針２ 施策の方向 主な事務事業 番号 所管 

【確かな学力の育成】 

主体的に生き、社会の変化に

柔軟に対応できるよう、子どもた

ち一人一人に幅広い知識と教

養、技術を身に付けさせ、学習

への意欲、思考力、判断力、表

現力などの資質や能力を含めた

「確かな学力」を育成することが

求められます。 

そのために、小・中連携に基

づく系統的な教育課程を編成

し、個性と創造力を伸ばす教育

を重視するとともに、言語活動を

充実させ、基礎・基本が確実に

理解・習得されるよう学習指導の

工夫・改善を推進します。 

１.わが国の発展に貢献し、国際社会の中で活躍する人材を

育成するため、基礎・基本の確実な定着と確かな学力の育成

をねらいとした「分かる授業」を展開するなど、学校におい

て学習指導の工夫・改善を進めます。 

   

 （１）学習指導の工夫・改善の推進    

 ２.学力向上を図るための調査の結果を踏まえ、子どもたち

の特性などに対応するため、全員一斉の授業の充実とともに、

習熟の程度に応じた少人数学習集団の編成を進めるなど、き

め細かな指導や個に応じた多様な教育を一層推進します。 

   

 （１）子どもの特性に応じた多様な教育の推進 ○日本語学習指導事業 １２-０１-０７ 指 

（２）少人数学習の推進 ○学校教育サポート（学力向上支援員・情報教

育支援員）事業 

１２-０４-０２ 指 

（３）多様な教育の推進 ○音楽鑑賞教室事業 １２-０１-０４ 指 

○連合音楽会事業 １２-０３-０９ 指 

○学力向上支援事業 １２-０１-０９ 指 

○社会科副読本作成事業 １２-０１-０６ 指 

○理科支援員等配置事業 １２-０１-１２ 指 

○副読本等に関する事業 １２-０１-１０ 指 

○連合作品展事業 １２-０３-１０ 指 

３．世界の中の日本人としてのアイデンティティを育てるため、

日本の伝統と文化に関する教育を推進するとともに、ＡＬＴ（外国

語補助指導員）や地域の人材の協力を得て外国語活動・英語教

育などを推進し、国際社会を理解するための教育の充実に努め

ます。 

   

 （１）伝統と文化の理解の推進    

（２）英語教育等の推進 ○外国人による英語教育事業 １２-０１-０５ 指 

○小学校英語活動事業 １２-０１-０２ 指 

  ４．子どもたちの地球温暖化防止への意識と、環境に配慮した

行動を実践する意欲を高めるため、全小・中学校を対象とした環

境教育推進月間を設定し、ＣＯ２の削減に向けた環境教育を進め

ます。 

   

 ５．子どもたちの学力の向上を目指し、学習習慣の定着を図るた

め、より積極的に家庭学習を展開するなど、学校と家庭が協働する

取り組みを推進します。 

   

 （１）学校と家庭の協働の推進    

 ６．「総合的な学習の時間」の趣旨に即して、「学校としての全体

計画」をもとに計画的に指導を実施し、取組内容の不断の検証を

行うことにより、各学校において「総合的な学習の時間」の授業の

教育効果の向上に努めます。 

   

 （１）総合的な学習の充実    

 ７．情報化社会の進展に対応するため、情報活用能力を育成す

るとともに情報機器の活用に関する今日的教育課題に対し、規範

意識の向上を図るため、情報モラル教育などを充実します。 

   

 （１）情報教育の充実 ○教育活動支援事業 １２-０１-０３ 指 

 ８．子どもの進路希望に応じたキャリア教育を充実するため、職

場体験などにより、望ましい勤労観や職業観をはぐくむとともに、

ガイダンスの機能を高めます。 

   

  



５４ 
 

 ９．子どもたちに進んで読書する態度をはぐくむため、「東久留米市

子ども読書活動推進計画」に基づいた教育を推進するとともに、環

境整備に努めます。 

   

 （１）子ども読書活動推進計画の推進  ０９-０１-０８ 図 

      

Ⅱ 豊かな心と人間性を高めていく人間 

人権尊重の理念を正しく理解し、一人一人の生命を守り、自然や環境を大切にする心をもつとともに、社会生活を送る上で必要とされる道徳心と社会に積極的に貢献し

ようとする意識を備えた人間を育てます。そのため、自立心、公正さ、責任感や思いやりの心、礼儀、豊かな情操を育成します。 

基本方針３ 施策の方向 主な事務事業 番号 所管 

【人権尊重及び社会貢献の精

神の育成】 

多様な人々が共に暮らす東

久留米市にあって、すべての

人々が、人権尊重の理念を正し

く理解するとともに、生命を大

切にし、社会生活の基本的ルー

ルや思いやりの心を身に付け、

社会に貢献しようとする精神

をはぐくむことが求められま

す。  

そのために、人権教育及び心

の教育を充実するとともに、権

利と義務、自由と責任について

の認識を深め、公共心をもち自

立した個人を育てる教育を推

進します。 

1. 人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別

をなくすため、 「東京都人権施策推進指針」などに基づき、人権教

育を推進します。  

（１）人権施策推進指針に示された、女性、子ども、高齢者、障害

者、同和問題、アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等、犯罪被害者

やその家族、その他の人権問題などの課題について、学校教育や

社会教育などを通じて、人権教育を効果的に進めます。また、同和

問題をはじめ様々な人権課題にかかわる差別意識の解消を図るた

めの教育を推進します。  

（２）相互に支え合う社会づくりを目指して、自他の権利を重んじ

義務を確実に果たすことや人への思いやりが実際に行動につなが

るよう、社会体験や自然体験、交流活動などの学習の機会を充実し

ます。 

   

  ①人権教育の推進    

 ２．子どもたちが人権感覚を磨き、自他をいつくしみ生命を大切に

するなど、人間性豊かに健やかに成長できるよう、学校、家庭及び

地域の連携を図ります。 

   

 （１）豊かな人間性の育成 ○人権尊重教育事業 １２-０２-０１ 指 

○人権尊重教育推進校事業 １２-０２-０２ 指 

 ３．社会の一員としての自覚を高め、健全で豊かな心を育成する

ことをねらいとして、地域や関係諸機関と連携し、奉仕活動などの

様々な体験活動の充実を図ります。 

   

 （１）体験活動の充実   指 

       

Ⅲ．たくましく成長する人間 

人間として創造的な活動をするために健やかな身体を養い、たくましく成長し、充実した人生を送る人間を育てます。そのため、生涯を通じて健全な食生活の習慣を身に

付けるとともに、積極的にスポーツに親しみ、体力づくりに努める習慣や意欲、能力を育成します。 

基本方針４ 施策の方向 主な事務事業 番号 所管 

【健やかな心と体の育成】 

すべての人々が健全な心の

発達・成長とともに健やかな身

体をはぐくむために、思いやり

や道徳心などの人間性と、生涯

を通じて積極的にスポーツに親

しむ習慣や意欲、体力づくりへ

の意識の向上、及び食育や身

体の健康について理解を深め

ることが求められます。 

そのために、心と体の教育を

充実するとともに、自己実現を

目指そうとする意欲、態度や自

発的な精神を育成する教育を

推進します。 

また、 人々が生涯を通じて、

健康に関心をもち、自らスポー

ツに親しみ、体力づくりに積極

的に取り組む機会の充実を図り

ます。 

1. 子どもたちが、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に

付けるとともに、社会貢献の精神をはぐくむため、学校、家庭及び地

域と連携して「心の教育」を推進します。  

（１）学校における道徳教育を推進するため、全教育活動を通じて

道徳性を高めるとともに、道徳の授業の充実を目指します。  

（２）道徳授業地区公開講座などを全校で実施し､学校、家庭及び

地域が子どもたちの心の育成について協議し、三者の連携を一層深

めます。 

   

  ①道徳教育の推進   生 

②心の教育の推進   生 

２．学校では子どもたちの体力の現状を把握し、体育・健康教育の

充実を図り、健康や体力づくりに関する意識を高め、健康を保持・増

進する資質や能力をはぐくみます。また、体力の向上を目指し、学

校、家庭及び地域が連携・協力して、健康・体力づくり・食育を推進し

ます。 

   

 （１）子どもたちの体育・健康教育の充実    

 ①子どもたちの健康の保持・増進 ○小・中学校定期健康診断事業 １２-０２-１２ 学 

○口腔衛生指導事業 １２-０２-１４ 学 

○小・中学校環境衛生管理事業 １２-０２-１５ 学 

○学校医等設置事業(小・中学校) １２-０２-１６ 学 

○学校医等各種研究会事業 １２-０２-１３ 学 

○就学時健康診断事業 １２-０８-１２ 学 

○体力向上支援事業 １２-０２-１０ 指 

○スポーツ教育推進校事業 １２-０２-１1 指 

３．いじめや不登校、非行などの子どもの多様な課題への対応の

充実を図ります。 

   

 

 

 

 

 

 

（１） 「いじめ０（ゼロ）」「不登校０（ゼロ）」の学校を目指し、互い

に認め合い共に学び合う学校づくりを進めます。 

（２）課題に迅速かつ的確に対応できる教員の育成に努め、学校 

における指導体制や相談機能を充実させ、教育相談室・学習適 

応教室・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の 

関係各機関と協力して課題の解決にあたります。 

   

  



５５ 
 

   ①いじめと不登校の対応の充実 

 

○教育相談事業 １２-０２-０６ 指 

○不登校対策事業 １２-０２-０８ 指 

○全国適応指導教室連絡協議会参画事業 １２-０２-０９ 指 

○スクールソーシャルワーカー活用事業 １２-０２-０７ 指 

４．子どもたちが健康について自ら考え判断し行動できるよう、学校

における食育の充実に努め、健康の保持・増進を図り、心身の健全

な育成を目指します。 

   

 （１）食に関する指導の充実    

 ①小学校給食の充実 ○小学校給食事業 １２-０２-１７ 学 

○小学校給食におけるＯ-１５７等対策事業 12-０２-１９ 学 

○学校給食施設維持管理事業 12-02-21 学 

○学校給食施設衛生管理事業 12-02-22 学 

○学校給食における地場産農作物活用事業 12-02-23 学 

○学校給食配送事業 12-02-24 学 

○学校給食施設整備事業 12-02-25 学 

②中学校給食の充実 ○中学校給食事業 12-02-18 学 

○中学校給食におけるＯ-１５７等対策事業 12-02-20 学 

５．保護者は、家庭における子どもの教育に第一義的責任を有しま

す。そのため、生活に必要な習慣を身に付け、自立心を育成し、心

身の調和のとれた発達が図れるよう家庭教育への支援を推進しま

す。 

   

 （１）家庭教育への支援の充実    

６．学校クラブ・部活動の振興とともに、市民スポーツの振興、健康・

体力づくりを進めるため、スポーツセンターなど体育施設の有効活

用と効率的な運営、指導者や組織の育成、事業などの充実を図りま

す。また、平成２５年、本市が会場市となる「第６８回国民体育大会山

岳競技（東京国体）」の開催に向けた準備を進めます。 

   

 （１）体育施設の有効活用等の推進 ○体育施設管理運営事業 １６-０７-02 生 

  ○体育施設維持管理事業 １６-０７-０3 生 

○スポーツセンター管理運営事業 １６-０７-０１ 生 

（２）スポーツ事業の充実    

 ①教室事業の充実 ○スポーツ教室事業 １６-０６-０２ 生 

②大会事業の充実 ○市町村総合体育大会参加支援事業 １６-０７-０４ 生 

○スポーツ大会事業 16-０６-０３ 生 

③補助事業の充実 ○東京多摩国体準備委員会補助事業   

（３）指導者や組織の育成の推進    

  ○体育指導委員会運営事業 １６-０６-０１ 生 

○体育協会活動支援事業 １６-０６-０４ 生 

       

Ⅳ 粘り強く行動し、実現する人間 

生涯を通じて常に自らが社会づくりの主体であるという自覚の下に、勇気、公共心をもち、何事にも挑戦し、目標を実現する人間を育てます。そのため、学んだことを生

かす行動力や自己の能力を伸ばす努力を通して、自己実現を図る意欲や態度を育成します。 

基本方針５ 施策の方向 主な事務事業 番号 所管 

【生涯学習の振興を目指した連

携・協力の推進】 

 市民一人一人が、自己の人

格を磨き、豊かな人生を送る

ため、生涯を通じて学び続け

られるよう、教育の目的と生涯

学習社会の確立を実現するこ

とが求められます。 

  そのために、家庭、地域及

び学校が一体となって、互い

の教育活動の状況について

情報提供するなどの説明責任

を果たし、生涯学習社会の構

築に向けて、緊密な連携・協

力に努めます。 

1. 地域の教育力の再構築を目指し、市民が学習の成果を地域活

動に生かすことができるよう、学習の機会や場、社会参加の仕組み

などの整備を行います。また、生涯学習関係機関との連携を密にし、

市民の生涯学習の振興を図るための推進体制の確立を目指します。 

   

 （１）市民の地域活動の推進    

 ①社会教育委員活動の推進 ○社会教育委員の会議運営事業 １９-０４-０１ 生 

 ○社会教育のあらまし作成事業 19-０４-０２ 生 

（２）学習の機会や場の充実    

 ①社会教育関係指導者養成講座の充実    

（３）社会参加の仕組みなどの整備の推進    

 ①社会教育関係団体への補助 ○文化協会活動支援事業 19-０２-０１ 生 

②社会教育主催者賠償責任保険の充実 ○主催者賠償責任保険事業 19-０２-０３ 生 

③社会参加事業の充実 ○生涯学習委託事業【成人式・野草園事業・

子ども神輿等貸出し事業、市民ギャラリー管

理運営事業】 

１９-０１-０１ 

 

（４）生涯学習の振興の推進 ○生涯学習委託事業【市民大学運営委員会

事業、市民大学・同短期コース事業】 
１９-０１-０１ 

生 

 ①市民大学の活動の充実    

  



５６ 
 

  ２.地域住民が主体となり、学校内外における子どもたちの体験活

動などを支援する取り組みを進めるなど、地域の人材の協力を得

て、地域や学校の教育活動への支援体制を充実します。 

   

 （１）教育活動への支援の充実 ○生涯学習委託事業【子ども体験塾委託事

業】 
１９-０１-01 

生 

３．学校などの教育施設は市民の共有財産であるとの観点から、そ

の施設及び機能を開放し効率的な活用を図ります。 

 
 

 

 （１）学校等の施設開放と活用の推進    

 ４．生涯学習センターや図書館、郷土資料室などを活用し、学習・交

流の機会や情報の提供を図るとともに、生涯学習活動を支援して、

家庭や地域の教育力の向上を図ります。 

 

 

 

 （１）生涯学習センター事業の活動の推進    

 ①講座等事業委託 ○生涯学習委託事業【少年教育・家庭教育・

障害者青年教室・障害児のつどい（お日さま

サンサンフェスティバル）・市民自主企画講

座】 

19-01-01 

生 

②市後援事業の推進 ○子どもまつり・障害児のつどい（ポカポカは

るのつどい）支援事業 
19-04-04 

生 

③生涯学習センター利用者懇談会の充実    

④生涯学習センター施設管理事業の推進    

○生涯学習ゼンター管理運営事業 12-04-03 生 

（２）図書館事業の充実    

  ○図書館児童向け事業 19-04-１２ 図 

○学校図書館支援事業 19-04-１５ 図 

○廃棄図書活用事業 19-04-１３ 図 

○図書館資料・情報の提供事業 19-04-10 図 

    ○音訳テープ作成ボランティア養成講習会

開催事業 
19-03-03 図 

○音訳テープ等作製事業 19-０４-１７ 図 

○東久留米地域文庫親子読書連絡会支援

事業 
19-04-０５ 図 

○図書館協議会運営事業 19-04-０６ 図 

○図書館施設維持管理事業 19-04-０７ 図 

○図書館車両管理事業 19-04-０８ 図 

○図書館文書交換業務事業 19-04-１９ 図 

○東京都市町村立図書館長協議会参画事業 19-04-１４ 図 

○図書館広報事業 19-04-１１ 図 

○日本図書館協会参画事業 19-01-１６ 図 

○ブックスタート事業 09-01-08 図 

（３）郷土資料室の充実    

  ○郷土資料室運営事業 20-03-04 生 

５．芸術や伝統と文化などに親しみ、参加できる機会を提供するとと

もに、市民の文化の創造・交流の場の充実に努めます。 

   

 （１）市民交流の場の充実    

６．東久留米市に伝わる有形・無形の文化財の保護に努め、文化財

の公開・活用を推進します。 

   

 （１）埋蔵文化財の調査と保護の推進    

  ○埋蔵文化財調査報告書刊行事業 20-０１-０７ 生 

（２）文化財の保存と活用の推進    

 ①文化財展示・保存施設の充実 ○文化財施設管理事業 20-01-03 生 

②市所蔵文化財の管理と整理の推進  ○文化財保存調査事業 20-01-02 生 

○埋蔵文化財保存事業 20-01-04 生 

③補助金交付の充実  ○文化財修理補助事業 20-01-06 生 

○文化財保護団体支援事業 19-02-02 生 

④文化財保護意識の普及の推進  

 

○文化財パンフレット刊行事業 20-03-02 生 

○文化財講座等普及事業 20-03-03 生 

○文化財資料集刊行事業 20-03-01 生 

○文化財出版物普及事業 個-７２ 生 

○文化財説明板設置事業 20-01-05 生 

○郷土芸能保存の支援事業 20-02-01 生 

⑤文化財保護審議会の充実  ○文化財保護審議会運営事業 20-01-01 生 

 


